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大代川農地防災ダム操作規定 
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第１章 総    則 

（趣向） 

第１条 この規定は、大代川農地防災ダム（以下「ダム」という）の操作の方法のほか、ダ

ム及び大代貯水池（以下「貯水池」という）の管理に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（管理主任技術者） 

第２条 管理事務所に、管理主任技術者１人を置く。 

２ 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して工作物許可条件に基づく河

川管理者の指示及びこの規定の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関

する事務を誠実に行わなければならない。 

（ダム及び貯水池の諸元等） 

第３条 ダム及び貯水池の諸元、及びこれに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべ

き事項は次の通りとする。 

（１）ダム 

 イ．高さ  ４３．００ｍ 

 ロ．堤頂の標高 ２５０．２０ｍ 

 ハ．越流頂の標高 ２４７．００ｍ 

 ニ．放流管ゲート 

  （イ）ゲートの種類 

   ローラー・ゲート 

  （ロ）ゲートの規模及び高さ 

   高さ２．４２２ｍで巾２．４２２ｍのもの１門 

  （ハ）放流管の口径  １．７３ｍ 

  （ニ）ゲート開閉の早さ 

   １分につき０．３０ｍ 

 ホ．放水管バルブ 

  （イ）バルブの種類 

   ホロージェットバルブ 

  （ロ）バルブの規模及び数 

   口径０．４０ｍのもの１門 

  （ハ）バルブの開閉の速さ 

   ２．４分 

 へ．計画洪水量  １００．８m³／ｓ 

（２）貯水池 

 イ．直接集水地域の面積   ５．５ｋ㎡ 

 ロ．湛水区域の面積  ０．０５５ｋ㎡ 

 ハ．最大背水距離   １．２１ｋｍ 

 ニ．計画洪水位  標高 ２４８．６ｍ 

  （水位計による表示 ３０．５１ｍ） 
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 ホ．常時満水位   標高 ２４７．０ｍ 

        （水位計による表示 ２８．９１ｍ） 

 へ．制限水位   出水期 ６月１１日から 

      １０月３１日まで 

        標高 ２１８．０９ｍ 

 ト．最低水位    標高 ２１８．０９ｍ 

 チ．有効貯水容量   ６１５．０００㎥ 

（３）洪水調節 

 イ．計画高水流量     ９１．７㎥／ｓ 

 ロ．最大放水量     ４６．２㎥／ｓ 

（洪水及び洪水時） 

第４条 この規定において「洪水」とは、貯水池への流入量（以下「流入量」という）が

２０．０㎥／ｓ以上であることをいい、「洪水時」とは洪水が発生している時を

いう。 

（洪水警戒時） 

第５条 この規定において「洪水警戒時」とは、ダムに係る直接秋水地域の全部、又は一

部を含む予報区を対象として暴風雨警報、又は大雨警報が行われ、その他洪水が

発生するおそれが大きいと認められるに至ったときから、洪水時に至るまで、又

は洪水時に至ることがなく、これらの警報が解除され若しくは切り替えられ、そ

の他洪水が発生するおそれが少ないと認められるに至るまでの間とする。 

（予備警戒時） 

第６条 この規定において「予備警戒時」とは、前条の予報区を対象として風雨注意報、

又は大雨注意報が行われその他洪水が発生するおそれがあると認められるに至っ

た時から洪水警戒時に至るまで、又は洪水警戒時に至ることがなくこれらの注意

報が解除され、若しくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそれがないと認

められるに至るまでの間をいう。 

（貯水位の算定方法） 

第７条 貯水池の水位（以下「貯水位」という）は、大代貯水池水位観測所の水位計の読

みに基づいて算定するものとする。 

（流入量の算定方法） 

第８条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分

と当該一定の時間における貯水池からの延放流量との合算量を当該一定の時間で

除して算定するものとする。 

２．前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時、及びこれが終わる時にお

ける貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第１により求め、これを差

し引き計算して算定するものとする。 

 

第２章 ダム及び貯水池の管理の原則 
   

第 1 節 流水の貯留及び放流の方法 
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（流水の貯留の最高限度） 

第９条 貯水池における流水の貯留は洪水調節により流水を貯留する場合を除くほか、出

水期にあっては制限水位を非出水時にあっては常時満水位をそれぞれこえてはな

らない。 

（ダムから放流することができる場合） 

第１０条 ダムの放流管からの放流は次の各号の一に該当する場合に限り、ダムの放水管

からの放流は第１号、第３号又は第４号に該当する場合に限りそれぞれすること

ができるものとする。 

（１）下流におけるほかの河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要がある

とき。 

（２）前条の規定を守るため必要があるとき。 

（３）ダム、その他貯水池内の施設、又は工作物の点検又は整備のため必要があると

き。 

（４）その他やむを得ない必要があるとき。 

（放流の開始及び放流量の増減の方法） 

第１１条 貯水池からの放流管による放流は、下流の水位の急激な変動を生じないように、

別図第２に定めるところによってしなければならない。 

（放流管ゲート及び放水管バルブの操作の方法等） 

第１２条 放流管ゲート及び放水管バルブの操作は次によるものとする。 

（１）放流管ゲートは原則として出水期にあっては全開、非出水期にあっては全閉と

する。 

（２）放流管ゲートの１回の開閉の動きは、３０cm をこえてはならない。 

（３）放流管ゲート及び放水管バルブは第１０条の規定により放流する場合、あるい

は放流管ゲート及び放水管バルブの点検、若しくは整備のため必要がある場合を

除くほか開閉してはならない。 

 

第２節 放流管から放水する際にとるべき措置 

（放流の際の関係機関に対する通知） 

第１３条 放流管からの放流（当該放流の中途における放流量の著しい増加で、これ

によって下流に危害が生ずるおそれがあるものを含む。以下次条において「ダム

放流」という）の開始の少なくとも１時間前に、別表第１にさだめるところによ

り通知を行うものとする。 

（放流の際の一般に周知させるための措置） 

第１４条 ダム放流について一般に周知させるため必要な措置はダム地点から大井川合流

地点までの大代川の区間についてとるものとする。 

２．前項の警告は別表第２に掲げるサイレン及び警報車の拡声器により、それぞれ次

に掲げる時期に行うものとする。 

（１）サイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始１０分前に一斉に約２分間（中

間に約１０秒休止） 

（２）警報車の拡声器による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、
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ダム放流により当該地点における大代川の水位の上昇が開始されると認められ

るときの約１５分前。 

（ダム操作に関する記録の作製） 

第１５条 ダム放流管ゲート、又は放水管バルブを操作した場合においては、次の各号に

掲げる事項（その開始がダム放流を伴わなかったときは、第１号及び第２号に掲

げる事項）を記録しておかなければならない。 

（１）操作の理由 

（２）開始を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びに開閉を終えたときにおけるその

開度 

（３）ゲート又はバルブの１回の開閉を始めた時、及びこれを終えた時におけるその

開度。 

（４）ダム放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量 

（５）第１３条、第１４条の規定による通知及び警告の実施状況 

（観測及び測定等） 

第１６条 観測及び測定は別表第３及び第４に定めるところにより行うものとする。 

２．前項のほか次条後段の規定に該当する時、その他ダム又は貯水池について異常か

つ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、すみやかに、別表第

４に掲げる事項の内ダムの状況に関するものの測定をしなければならない。 

３．前２項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。 

（点検及び整備等） 

第１７条 ダム及び貯水池、並びにこれらの管理上必要なき開器具及び資材は、定期に、

及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しな

ければならない。特に、洪水又は暴風雨、地震、その他これに類する異常な現象

でその影響がダム、又は貯水池に及ぶものが発生した時は、その発生後速やかに、

ダム及び貯水池の点検（貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地

山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む）を行い、ダム又は貯水

池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。 

２．前項の規定による点検及び整備の結果は、記録しておかなければならない。 

（異常かつ重大な状態に関する報告） 

第１８条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見された時は、直ちに静岡県

知事に対し、別表第１の例により、その旨を報告しなければならない。 
 

第３章 洪水に対する措置に関する特則 

（予備警戒時における措置） 

第１９条 予備警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

（１）洪水時においてダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保する

こと。 

（２）ダムを操作するために必要な機械及び器具（受電及び受電した電機の使用のた

めの電気設備、並びに予備電源設備を含む）、観測施設、通報施設、警告するた



 

- 347 - 

めのサイレン及び警報車、夜間に外で洪水時における作業を行うため必要な照明

設備、及び携帯用の電灯、その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必

要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。 

（３）気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。 

（４）ダム操作に関する記録を作成すること。 

（５）その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置 

（洪水警戒時における措置） 

第２０条 洪水警戒時においては、前条第１号から第４号までに掲げる措置のほか、次の

各号に掲げる措置をとらなければならない。 

（１）最大流入量、その他流入量の時間的変化を予測すること。 

（２）静岡県知事に対して、別表第１の例により、貯水位流入量、放流量並びに雨量を

１時間毎に通報すること。 

（３）その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置 

（洪水時における措置） 

第２１条 洪水時においては、第１９条第３号並びに前条第１号及び第２号に掲げる措置

のほか、ダム及び貯水池の管理上必要な措置をとらなければならない。 

 
附則 

この規程は昭和 41 年４月１日から施行する。 
この規程は平成 18 年 5 月 1 日から施行する。 
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別表第１ 

（第１３条、第１８条、第２０条） 

通知の相手方 通知又は通報の方法 摘要 

名称 担当機関の名称 

静岡県知事 

 

島田市長 

 

島田警察署長 

 

建設大臣 

島田土木事務所 

 

農林課 

 

竹下警察官駐在所 

 

国土交通省中部地方整備

局静岡河川工事事務所島

田出張所 

電話又は無線電話 

 

〃 

 

電話 

 

〃 

 

 

 

別表第２ 

（第１４条） 

サイレンの名称 サイレンの位置 サイレンの構造又は能力 摘要 

第１号サイレン 

 

第２号サイレン 

 

第３号サイレン 

島田市中村（大代川左岸）

 

島田市竹下（  〃  ）

 

島田市金谷（大代川右岸）

２ｋｍ以内の吹鳴 

 

〃 

 

〃 

 

 

別表第３ 

（第１６条第１項） 

観測すべき

事項 

観測施設 観測回数 摘要 

名称 位置 構造又は能力 

貯水池及び

流入量 

 

水位及び流

量 

 

降水量 

大代貯水池

水位観測所 

 

宮下水位観

測所 

 

大代貯水池

雨量観測所 

島田市大代（大代川

ダム） 

 

島田市宮下（大代川

右岸） 

 

島田市大代（大代川

ダム） 

テレメーター付

無線自記水位計

 

〃 

 

 

〃 

毎日１回

（洪水時

、洪水警

戒時にお

いては少

なくとも

１時間に

１回） 

流入量は第８

条の規定によ

り流量は水位

観測の結果に

基づきそれぞ

れ算定する。
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別表第４ 

（第１６条第１項及び第２項） 

 

観測又は測定をすべき事項 観測又は測定

の回数 

摘要 

気象 

 

水象 

 

ダムの状況 

ダム地点における天気 

 

放流量、貯水池内の氷結の状態 

 

温度、傾斜、岩盤隆起、揚圧力、応力、継目

開度、漏水量 

毎日 

 

〃 

 

毎４半期１回 

毎月２回 

 

貯水池内及びその末端付近の堆砂の状況 毎年１回  
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天 竜 川 水 系 
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天 竜 川 水 系 天 竜 川 

佐 久 間 発 電 所 
 

 

 

佐 久 間 ダ ム 操 作 規 程 
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佐久間ダム操作規程 

 

第1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 

 この規程は、佐久間ダム(以下「ダム」という。)の操作方法のほか、ダムお

よび佐久間貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

(管理主任技術者) 

第 2条 

 佐久間発電所に河川法(昭和 39 年法律第 167 号以下「法」という。)第 50

条第 1項に規定する管理主任技術者 1人を置く。 

2．前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法およびこれに基づ

く命令ならびにこの規定の定めるところにより、ダムおよび貯水池の管理に関

する事務を誠実に行わなければならない。 

 

(ダムおよび貯水池の諸元等) 

第 3条 

 ダムおよび貯水池の諸元その他これに類するダムおよび貯水池の管理上参考

となるべき事項は、次のとおりとする。 

(1)ダム 

イ 高さ 155.5m 

ロ 堤頂の標高 270.4m 

ハ 越流頂の標高 246.5m 

ニ 洪水吐ゲート 

(イ) 個々のゲートの規模および数、高さ 14.5mで巾 12.0mのもの 5門 

(ロ) 個々のゲートの開閉の速さ、1分につき 0.3m 

ホ 放流管バルブ 

(イ) 規模および数 内径 3.0mのもの 2門 

(ロ) 開閉の速さ 1分につき 0.10m～0.20m 

ヘ 設計洪水量 7,700m3/s 

(2)貯水池 

イ 直接集水地域の面積 3,827km2 

ロ 湛水区域の面積 7.15km2 

ハ 最大背水距離 34km 
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ニ 設計洪水位 標高 262.2m(水位計による表示 42.2m) 

ホ 常時満水位 標高 260m(水位計による表示 40m) 

ヘ 予備放流水位  257.0m(水位計による表示 37.0m) 

ト 最低水位  220m(水位計による表示 0m) 

チ 有効貯水容量 昭和 47年 11月 187,644,000m3 

(3)最大使用水量 306m3/s 

 

(洪水および洪水時) 

第 4条 

 この規程において、「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)

が 1,400m3/s以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生していると

きをいう。 

 

(洪水警戒時) 

第 5条 

 この規程において「洪水警戒時」とは、ダムに係わる直接集水地域の全部ま

たは一部を含む予報区を対象として暴風雨警報または大雨警報が行われ、その

他洪水の発生するおそれが大きいと認められるに至った時から、これらの警報

が行われた場合は、それが解除又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそ

れが少ないと認められるに至るまでの間で、洪水時を除く間をいう。 

 

(洪水処理時) 

第 6条 

 この規程において「洪水処理時」とは、洪水警戒時中洪水時が終わった時か

ら、洪水警戒時が解除されるまで、または解除されることなく貯水池への流入

量が再び増加し、洪水時に至るまでの間をいう。 

 

(予備警戒時) 

第 7条 

 この規程において「予備警戒時」とは、第 5 条の予報区を対象として風雨注

意報または大雨注意報が行われ、その他洪水が発生するおそれがあると認めら

れるに至った時から、洪水警戒時に至るまで又は洪水警戒時に至ることなく、

これらの注意報が解除されもしくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそ

れがないと認められるに至るまでの間をいう。 

 

(貯水位の算定方法) 
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第 8条 

 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、佐久間貯水池水位観測所の水位

計の読みに基づいて算定するものとする。 

 

(流入量の算定方法) 

第 9条 

 流入量は、平岡調整池からの放流量に等しいものとみなす。 

2．前項の規定にかかわらず、同項に規定する方法によっては、流入量を正確に

定めることができないと認められる事情があるときは、これを算定すべき時を

含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における貯水

池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。 

3．前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時およびこれが終る時に

おける貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図により求め、これらを

差引計算して算定するものとする。 

 

第 2章 ダム等の管理の原則 

第1節 流水の貯留および放流の方法 

(流水の貯留の最高限度及び貯留の制限) 

第 10条 

 貯水池における流水の貯留は、第 22条第 1号の規定により貯水池に流水を貯

留する場合を除くほか、常時満水位をこえてしてはならない。 

2．貯水池に流入した流水を、その流入した日の翌日以降にわたって貯水池に貯

留するのは、佐久間発電所および秋葉第一発電所ならびに秋葉第二発電所を設

置しなかったと仮定した場合に生ずべき鹿島地点における天竜川の流量から、

次の表に掲げる水利使用のため必要な流量を控除した流量が 85m3/s をこえる

日に限り、かつ、そのこえる部分の範囲内においてしなければならない。 

 

水利使用に関する

施 設 の 名 称 

最大取水量(m3/s) 

かんがい期 非かんがい記期 

磐 田 用 水 13.9 － 

掛 塚 用 水 0.35 － 

浜 松 市 水 道 0.412 0.412 

 

3．前項の規定によるもののほか、その日の始まる際、現に秋葉調整池に流水が

貯留されている日においては、当該貯留されている流水の量の範囲内において、

その日に貯水池に流入した流水を翌日以降にわたって貯水池に貯留することが

できる。 
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 (ダム放流をすることができる場合) 

第 11条 

 ダムの洪水吐または放流管からの放流(以下「ダム放流」という。)は、次の

各号の一に該当する場合に限り、することができるものとする。 

(1) 前条の規定を守るため必要があるとき。 

(2) 第 20 条第 2 項、第 21 条第 2 号、第 22 条 1 号及び第 23 条の規定により

貯水池から放流するとき。 

(3) ダムその他貯水池内の施設または工作物の点検または整備のため必要があ

るとき。 

(4) その他やむを得ない必要があるとき。 

 

(放流の開始及び放流量の増減の方法) 

第 12条 

 貯水池からの放流は、第 22条第 1号の規定によってする場合を除くほか、下

流の水位の急激な変動を生じないように、次の表に掲げる割合によりしなけれ

ばならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加

率の範囲内においてダム放流に係わる放流量を増加することができる。 

 

時                    間 ダム放流に係わる放流量の増加の割合 

(一) ダム放流を始めた時以後 1時間 30分につき 75m3/s以内 

(二) (一)欄の時間が経過した時以後 1時間 1時間につき 230m3/s以内 

(三) (ニ)欄の時間が経過した時以後 1時間 1時間につき 400m3/s以内 

(四) (三)欄の時間が経過した時以後 1時間につき 680m3/s以内 

 

(洪水吐ゲート及び放流管バルブの操作の方法) 

第 13条 

 ダムの洪水吐下ゲートを構成する個々のゲート(以下この条において「ゲー

ト」という。) は、左岸に最も近いものから右岸に向かって順次「第 1号ゲー

ト」「第 2号ゲート」「第 3号ゲート」「第 4号ゲート」および「第 5号ゲート」

という。 

2．ダムの洪水吐から放流する場合においては、ゲートを次の順序によって開き、

第 1号ゲートを開いた後さらにその放流量を増加するときは、同様の方法をく

り返すものとする。 

 第 3号ゲート 

 第 4号ゲート 

 第 5号ゲート 

 第 2号ゲート 
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 第 1号ゲート 

3．前項の規定により開かれたゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の

順序によってするものとする。 

4．前 2項の場合におけるゲートの一回の開閉の動きは、0.5mをこえてはなら

ない。ただし流入量が急激に増加している場合においてやむを得ないと認めら

れるときは、この限りでない。 

5．一のゲートを開閉した後引き続いて他のゲートを開閉するときは、当該一の

ゲートを始動させたきから少なくとも 15秒を経過した後でなければ、当該他の

ゲートを始動させてはならない。 

6．ゲート及びダムの放流管バルブは第 11条の規定により放流する場合又はダ

ムの洪水吐若しくは放流管の点検もしくは整備のため必要がある場合を除くほ

か開閉してはならない。 

 

第2節 ダム放流の際にとるべき措置等 

(放流の際の関係機関に対する通知) 

第 14条 

 法第 48条の規定による通知は、ダムの洪水吐又は放流管からの放流(当該放

流の中途における放流量の著しい増加で、これによって下流に危害が生ずるお

それがあるものを含む。)の開始の少なくとも 1時間前に別表第 1(一)欄に定め

るところにより行うものとする。 

2．前項の通知をするときは、中部地方建設局長および秋葉ダム管理主任技術者

に対しても、別表第 1(二)欄に定めるところにより、河川法施行令(昭和 40年

政令第 14号。以下「令」という。)第 31条に規定する当該通知において示す

べき事項と同一の事項を通知しなければならない。 

 

(ダム放流の際の一般に周知させるための措置) 

第 15条 

 法第 48条の一般に周知させるため必要な措置はダム地点から秋葉調整池の

末端までの天竜川の区間について行うものとする。 

2．令第 31条の規定による警告およびダム放流を終えた旨を一般に周知させる

ための措置として、次の表に定めるところにより、別表第 2に掲げるサイレン

を吹鳴するものとする。 
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吹鳴するサイレン

の種類 
吹鳴の時期及び時間 

予告サイレン 

ダム放流の開始約 1時間前から、その開始約 30分前まで

に次の方法により吹鳴するものとし、1回あたりの吹鳴時

間は 3分間とする。 
 
20秒間      20秒間      20秒間           20秒間           20秒間

     20秒間       20秒間         20秒間        20秒間 
    休止          休止           休止            休止 
      
 

非常サイレン 

ダム放流の開始前に次の方法により吹鳴するものとし、1
回あたりの吹鳴時間は 2分 10秒間とする。 
 
10秒間      10秒間      10秒間           10秒間           10秒間

     10秒間       10秒間         10秒間        10秒間 
    休止          休止           休止            休止 
 
 
        10秒間      10秒間 
  10秒間       10秒間 
   休止          休止 
 

終了サイレン 

ダム放流の終了後に次の方法により吹鳴するものとし、1
回あたりの吹鳴時間は 30秒間とする。 
 
 
 
 
         30秒間 
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3．第 1項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における

天竜川の水位の上昇が始まると認められる時の少なくとも約 15分前に、警報車

の拡声器による警告を行うこと。 

 

(ダムの操作に関する記録の作成) 

第 16条 

 ダムの洪水ゲートまたは放流管のゲートもしくはバルブを操作した場合にお

いては、次の各号に掲げる事項(その開閉がダム放流を伴なわなかったときは、

第 1号および第 2号に掲げる事項)を記録しておかなければならない。 

(1) 操作の理由 

(2) 開閉したゲートまたはバルブの名称、その 1回の開閉を始めた時刻および

これを終えた時におけるその開度 

(3) ゲートまたはバルブの 1回の開閉を終えた時における貯水位・流入量・ダ

ム放流に係わる放流量および使用水量 

(4) 前号のほか、30分ごとの貯水位、流入量、ダム放流に係わる放流量および

使用水量 

(5) ダム放流に係る最大放流量が生じた時刻およびその最大放流量 

(6) 法第 48条の規定による通知(第 14条第 2項の規定による通知を含む。)お

よび令第 31条の規定による警告の実施状況 

 

(観測および測定等) 

第 17条 

 法第 45条の規定による観測は、別表第 3に定めるところにより行うものとす

る。 

2．中部電力株式会社および建設省が別表第 4(い)項のとおり行う測定または観

測の結果は、同表(ろ)項に定めるところにより収集しなければならない。 

3．法第 45条の規定により観測すべき事項のほか別表第 5に掲げる事項につい

ては同表の定めるところにより観測または測定をしなければならない。 

4．前項のほか、次条後段の規定に該当するとき、その他ダムまたは貯水池につ

いて異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、すみや

かに別表第 5に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければ

ならない。 

5．法第 45条の規定による観測の結果、第 2項の規定により収集した測定およ

び観測の結果ならびに前 2項の規定による観測および測定の結果は記録してお

かなければならない。 
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(点検および整備等) 

第 18条 

 ダムおよび貯水池ならびにこれらの管理上必要な機械、器具および資材は、

定期に、および時宜によりその点検および整備を行うことにより、常時良好な

状態に維持しなければならない。 

特に、洪水または暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響

がダムまたは貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後すみやかに、ダ

ムおよび貯水池の点検(貯水池附近の土地の形状の変化およびダムに係わる地

山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行いダムまたは貯

水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。 

 

(異常かつ重大な状態に対する措置) 

第 19条 

 ダムまたは貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに

中部地方建設局長に対し、別表第 1(二)欄の例により、その旨を報告しなけれ

ばならない。 

 

第3章 洪水に対する措置に関する特則 

(予備警戒時における措置) 

第 20条 

 予備警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1) 洪水時においてダムおよび貯水池を適切に管理することができる要員を確

保すること。 

(2) ダムを操作するために必要な機械および器具(受電および受電した電気の

使用のための電気設備並びに予備電源設備を含む。)法第45条の観測施設、

法第 46条第 2項の通報施設、令第 31条の規定により警告するためのサイ

レン、夜間に屋外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備および携

帯用の電灯その他洪水時におけるダムおよび貯水池の管理のため必要な機

械、器具および整備を行うこと。 

(3) 長野地方気象台および静岡地方気象台が収集した気象の観測の成果を的確

かつ迅速に収集すること。 

(4) 中部地方建設局長および静岡県知事に対して、別表第 1の例による法第 46

条第 1項の規定による通報をするとともに、秋葉ダム管理主任技術者に対

しても、当該通報をすべき事項と同一の事項を通知すること。 

(5) 河川法施行規則(昭和 40年建設省令第 7条)第 27条の規定の例により、ダ
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ムの操作に関する記録を作成すること。 

(6) その他ダムおよび貯水池の管理上必要な措置 

2．前項に掲げる措置のほか、次条第 2号に規定する措置を容易ならしめるため

必要な流量の流水を貯水池から放流すること。 

 

(洪水警戒時における措置) 

第 21条 

 洪水警戒時においては、前条第 1号から第 5号までに掲げる措置のほか、次

の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1) 最大流入量の時間的変化を予測すること。 

(2) 次に定めるところにより、貯水池から放流し、または貯水池に流水を貯留す

ること。ただし、貯水池からの放流は、第 12条の適合しないこととなると

きは、できるだけこれに適合するような方法で行うこと。 

イ 洪水警戒時に至った時における貯水位が予備放流水位をこえている時は、貯

水池からの放流を行い、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後において

は、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。 

ロ 洪水警戒時に至った時における貯水位が、予備放流水位に等しいときは、流

入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。 

ハ 洪水警戒時に至った時における貯水位が、予備放流水位を下まわっていると

きは、貯水池からの放流をしながら、またはこれをしないで、貯水池に流水を

貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後においては、流入量に相

当する流量の流水を貯水池から放流すること。 

(3) その他ダムおよび貯水池の管理上必要な措置 

 

(洪水時における措置等) 

第 22条 

 洪水時においては、第 20条第 3号および第 4号ならびに前条第 1号に掲げ

る措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1) 次に定めるところにより、貯水池から放流し、および貯水池に流水を貯留す

ること。ただし、貯水池からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じない

ための必要な最小限度において、その急激な変動を生じないようにしてする

こと。 

イ 次の順序によりそれぞれ次に掲げる流量の流水を貯水池から放流すること。 

(イ) 洪水時に至った時以後 60分間においては 1,400m3/S 

(ロ) (イ)に規定する時間が経過した時からダムのすべての洪水吐ゲートが全

開となるまでの間は 60分前に生じた流入量に相当する流量 
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(ハ) (ロ)に規定する時間が経過した時から流入量が最大となった時(以下「最

大時」という。)を経て流入量と放流量が等しくなるまでの間は、すべての

ゲートを全開とした時の放流量 

(ニ) (ハ)に規定する時間が経過した時から洪水時が経過するまでの間は流入

量に相当する流量 

(ホ) (ロ)の場合において、ダムのすべての洪水吐ゲートが全開に至らないで最

大時に達した時は流入量と放流量が等しくなるまでの間は最大時の放流量 

(ヘ) (ホ)に規定する時間が経過した時以後は(ニ)の規定による放流量 

(ト) (ニ)の場合において、流入量が再び増加を始めた時は、その時以後 60分

間は増加を始めた時の放流量 

(チ) (ト)に規定する時間が経過した時以後は(イ)以下の順序でそれぞれ各号

の規定による放流量 

ロ イの規定にかかわらず、洪水時に至った時における貯水位が予備放流水位を

下まわっているときは、貯水池からの放流をしながら、またはこれをしないで

貯水池に流水を貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなった時からイ(チ)に

規定する時間が経過するまでの間においては、イの規定の例により貯水池から

放流すること。 

ハ イ(チ)に規定する時間が経過した時以後においては貯水池からの放流をし

ながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留すること。 

(2) 法第 49条の規定による記録を作成すること。 

(3) その他ダムおよび貯水池の管理上必要な措置 

 

(洪水処理時における措置) 

第 23条 

 洪水処理時においては第 21条に規定する措置のほか、次の各号に掲げる措置

をとらなければならない。 

1． 洪水処理時に至った時において前条第 1号イの規定に基づき、放流していた

流量を継続し、すみやかに貯水位を予備放流水位に等しくなるように努める

こと。 

2． 洪水処理時に至った時において、貯水位が予備放流水位に等しい場合におい

ては、流入量に相当する流量を放流すること。 

 

付 則 

この規程は、昭和 51年 7月 1日から施行する。 
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秋葉ダム操作規程 
 

第1章 総則 
 

(趣旨) 

第 1条 

 この規程は、秋葉ダム(以下「ダム」という。)の操作の方法のほか、ダム及

び秋葉調整池(以下「調整池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるもの

とする。 
 

(管理主任技術者) 

第 2条 

 秋葉第一発電所(以下「第一発電所」という。)、秋葉第二発電所(以下「第

二発電所」という。)及び秋葉第三発電所(以下「第三発電所」という。)の秋

葉ダムに、河川法(昭和 39年法律第 167号。以下「法」という。)第 50条第

1項に規定する管理主任技術者 1人を置く。 

2 前項の管理主任技術者は部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく

命令並びにこの規定の定めるところにより、ダム及び調整池の管理に関する事

務を誠実に行わなければならない。 
 

(ダム及び調整池の諸元等) 

第 3条 

 ダム及び調整池の諸元その他これに類するダム及び調整池の管理上参考とな

るべき事項は、次のとおりとする。 

(1)ダム 

イ 高さ    89m 

ロ 堤頂の標高 113m 

ハ 越流頂の標高 94.5m 

ニ 洪水吐ゲート 

(イ) 個々のゲートの規模及び数  

   高さ 15.0mで幅 10.0mのもの 2門 

   高さ 13.5mで幅 14.0mのもの 6門 

(ロ) 個々のゲートの開閉の速さ   1分につき 0.3m 

ホ 放流管ゲート 

(イ) 規模及び数 

   高さ 1.0mで 幅 1.0mのもの 1門 

(ロ) ゲートの開閉の速さ   1分につき 0.3m 

ヘ 設計洪水流量   8,800m3/s 

(2)調整池 
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イ 直接集水地域の面積   4,490km2 

ロ 湛水区域の面積   1.9km2 

ハ 最大背水距離   10km 

ニ 設計洪水位   標高 108.0m 

   (水位計による表示 4.0m) 

ホ 常時満水位   標高 108.0m 

   (水位計による表示 4.0m) 

ヘ 予備放流水位   標高 107.0m 

   (水位計による表示 3.0m) 

ト 最低水位   標高 104.0m 

   (水位計による表示 0.0m) 

チ 有効貯水容量   6,672,000m3 

           6,583,000m3  （平成 3年 4月 1日現在） 

(3)最大使用水量 

    第一発電所        110.0m3/s 

    第二発電所        110.0m3/s 

    第三発電所（主水車）   110.0m3/s 

    第三発電所（小水車）     6.0m3/s 
 

(洪水及び洪水時) 

第 4条 

 この規程において「洪水」とは調整池への流入量(以下「流入量」という。)

が 1,800m3/s以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生している時

をいう。 
 

(洪水警戒時) 

第 5条 

 この規程において「洪水警戒時」とは、ダムに係わる直接集水地域の全部又

は一部を含む予報区を対象として大雨警報が行われ、その他洪水が発生するお

それが大きいと認められるに至った時から、これらの警報が解除され又は切り

替えられ、かつ洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で、洪水

時を除く間をいう。 
 

(洪水処理時) 

第 6条 

 この規程において「洪水処理時」とは、洪水警戒時中洪水時が終わった時か

ら洪水警戒時が解除されるまで、又は解除されることなく調整池への流入量が

再び増加し、洪水時に至るまでの間をいう。 
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(予備警戒時) 

第 7条 

 この規程において「予備警戒時」とは、第 5条の予報区を対象として大雨注

意報が行われ、その他洪水が発生するおそれがあると認められるに至った時か

ら、洪水警戒時に至るまで又は洪水警戒時に至ることなく、これらの注意報が

解除され、若しくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそれがないと認め

られるに至るまでの間をいう。 
 

(貯水位の算定方法) 

第 8条 

 調整池の水位(以下「貯水位」という。)は、秋葉調整池水位観測所の水位計

の読みに基づいて算定するものとする。 
 

(流入量の算定方法) 

第 9条 

 流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における調整池の貯水量の

増分と当該一定の時間における調整池からの延べ放流量との合算量を当該一定

の時間で除して算定するものとする。 

2．前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時

における貯水位にそれぞれ対応する調整池の貯水量を別図第 1により求め、こ

れらを差引計算して算定するものとする。 
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第 2章 ダム等の管理の原則 
 

第 1節 流水の貯留及び放流の方法 
 

(流水の貯留の最高限度) 

第 10条 

 調整池における流水の貯留は、第 22 条第 1 号の規定により調整池に流水を

貯留する場合を除くほか、常時満水位をこえてしてはならない。 
 

 (ダムから放流をすることができる場合) 

第 11条 

 ダムの洪水吐からの放流(以下「ダム放流」という。)は、次の各号の一に該

当する場合に限り、ダムの放流管からの放流は第１号、第５号又は第６号に該

当する場合に限り、することができるものとする。 
 

(1) 下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があ

るとき。 

(2) 前条の規定を守るため必要があるとき。 

(3) 第 20条第 2項、第 21条第 2号、第 22条第 1号及び第 23条の規定によ

り調整池から放流するとき。 

(4) 調整池内の排砂を行うとき。 

(5) ダムその他調整池内の施設又は工作物の点検又は整備のための必要がある

とき。 

(6) その他やむを得ない必要があるとき。 
 

(放流の開始及び放流量の増減の方法) 

第 12条 

 調整池からの放流は、第 22 条第 1 号の規定によってする場合を除くほか、

下流の水位の急激な変動を生じないように、別図第 2に定めるところによって

しなければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入

量の増加率の範囲内において調整池からの放流量を増加することができる。 
 

 (洪水吐ゲートの操作方法等) 

第 13条 

ダムの洪水吐ゲートを構成する個々のゲート(以下この条において「ゲート」

という。) は、左岸に最も近いものから右岸に向かって順次「Ａ号ゲート」、「第

１号ゲート」、「第２号ゲート」、「第 3号ゲート」、「第 4号ゲート」、「第 5号ゲ

ート」、「第 6号ゲート」及び「Ｂ号ゲート」という。 
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2 ダムの洪水吐から放流する場合においては、ゲートを次の順序によって開

き、第 1号ゲートを開いた後、さらに放流量を増加するときは、同様の操作を

くり返すものとする。ただし、次のゲートの開度がいずれも 2mをこえるに至

った後においては、Ｂ号ゲート、Ａ号ゲートの順序で開くものとし、開かれた

ゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の順序によってするものとする。 

 第 4号ゲート 

 第 3号ゲート 

 第 5号ゲート 

 第 2号ゲート 

 第 6号ゲート 

 第 1号ゲート 

 なお、Ａ号ゲート及びＢ号ゲートについては、調整池内の土砂の排除を目的と

する場合において、上記操作順序によらず操作できるものとする。 

3 前項の場合におけるゲートの 1回の開閉の動きは、0.5mをこえてはならな

い。ただし、流入量が急激に増加している場合において、やむを得ないと認め

られるときは、この限りでない。 

4 １のゲートを開閉した後引き続いて他のゲートを開閉するときは、当該１

のゲートを始動させたときから少なくとも 15秒を経過した後でなければ当該

他のゲートを始動させてはならない。 

5 ゲートは、次の各号の一に該当する場合を除くほか、開閉してはならない。 

 (1) 第 11条の規定により放流する場合。 

 (2) ダムの点検又は整備のため必要があるとき。  
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第 2節 ダム放流の際にとるべき措置等 
 

(放流の際の関係機関に対する通知) 

第 14条 

 法第 48条の規定による通知は、ダム放流(当該放流の中途における放流量の

著しい増加で、これによって下流に危害が生ずるおそれがあるものを含む。)

の開始の少なくとも 1時間前に、別表第 1(一)欄に定めるところにより行うも

のとする。 

2 前項の通知をするときは、中部地方建設局長（以下「局長」という。）に対

しても、別表第 1(ニ)欄に定めるところにより、河川法施行令(昭和 40年政令

第 14号。以下「令」という。)第 31条に規定する当該通知において示すべき

事項と同一の事項を通知しなければならない。 

3 第一発電所、第二発電所及び第三発電所の放水口からの放流によって、下

流の水位の著しい上昇が生ずると認められる場合において、これによって生ず

る危害を防止するための必要があると認められるときは、前 2項の規定の例に

より通知しなければならない。  
 

(放流の際の一般に周知させるための措置) 

第 15条 

法第 48条の一般に周知させるための必要な措置は、ダム地点から秋葉第一発

電所放水口地点までの天竜川の区間について行うものとする。 

2 令第 31条の規定による警告のうち、サイレンによるものにあっては、別表

第 2に定めるところにより、次に掲げる方法により行うものとする。 

(1) 放流予告時の警告にあっては、全てのサイレンをダム放流の開始約 1時間

前から開始約 20分前までに 20秒間隔 5回計 3分間吹鳴する。 

(2) 放流開始時の警告にあっては、秋葉ダムサイレンをダム放流開始前に 10

秒間隔 7回計 2分 10秒間吹鳴する。 

(3) 非常時の警告にあっては、ダム放流に係わるダム放流量の増加でその放流

量が 2,000m3/Sになった時、及びこれに 500m3/Sの倍数を加算した流量とな

ると認められる時の約 10分前に、全てのサイレンを 10秒間隔 7回計 2分 10

秒間吹鳴する。 

(4) 放流終了時の警告にあっては、全てのサイレンをダム放流の終了後に 30

秒間吹鳴する。 

(5) 警報車の拡声器によるものにあっては、前項の区間に含まれる各地点につ

いて、ダム放流により当該地点における天竜川の水位の上昇が開始されると認

められる時の約 15分前に行うものとする。 

3 第一発電所、第二発電所及び第三発電所の放水口からの放流によって、下

流の水位の著しい上昇が認められる場合において、これによって生ずる危害を

防止するため必要があると認められるときは、前２項の規定の例により警告し
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なければならない。 
 

 (ダムの操作に関する記録の作成) 

第 16条 

 ダムの洪水吐ゲートを操作した場合においては、次の各号に掲げる事項(そ

の開閉がダム放流を伴なわなかったときは、第 1号及び第 2号に掲げる事項)

を記録しておかなければならない。 

(1)  操作の理由 

(2)  開閉したゲートの名称、その 1回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時 

  刻並びにこれを終えた時におけるその開度 

(3)  ゲートの 1回の開閉を始めた時における貯水位、流入量及びこれを終えた 

  時におけるダム放流に係る放流量及び使用水量 

(4)発電の開始若しくは終了又は使用水量の変更があったときは、その時刻及 

  びその直後における使用水量 

(5) ダム放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量 

(6) 法第 48条の規定による通知(第 14条第 2項の規定による通知を含む。) 

  及び令第 31条の規定による警告の実施状況 
 

 

(観測および測定等) 

第 17条 

 法第 45条の規定による観測は、別表第 3に定めるところにより行うものと

する。 

2 法第 45条の規定により観測すべき事項のほか別表第４に掲げる事項につ  

 いては、同表の定めるところにより観測又は測定をしなければならない。 

3 前項のほか、次条後段の規定に該当するとき、その他ダムまたは調整池に  

 ついて異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、す  

 みやかに別表第４に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしな 

 ければならない。 

4 法第45条及び前2項の規定による観測及び測定の結果は記録しておかなけ  

 ればならない。 
 

(点検及び整備等) 

第 18条 

 ダム及び調整池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、

及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持し

なければならない。特に、洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な

現象でその影響がダム又は調整池に及ぶものが発生したときは、その発生後す

みやかに、ダム及び調整池の点検(調整池付近の土地の形状の変化の観測及び
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ダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行

い、ダム又は調整池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければ

ならない。 
 

(異常かつ重大な状態に対する措置) 

第 19条 

 ダム又は調整池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、

局長に対し、別表第 1(ニ)欄の例により、その旨を報告しなければならない。 
 

第3章 洪水における措置に関する特則 

(予備警戒時における措置) 

第 20条 

 予備警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1)  洪水時においてダム及び調整池を適切に管理することができる要員を 

   確保すること。 

(2)  ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用

のための電気設備並びに予備電源設備を含む。)法第 45条の観測施設、法

第 46条第 2項の通報施設、令第 31条の規定により警告するためのサイレ

ン及び警報車、夜間に外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備

及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び調整池の管理のため必要

な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。 

(3)  気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。 

(4)  局長及び静岡県知事に対し、別表第 1の例により、法第 46条第 1項の規

定による通報をすること。 

(5)  河川法施行規則(昭和 40年建設省令第 7号)第 27条の規定の例により、 

  ダムの操作に関する記録を作成すること。 

(6) その他ダム及び調整池の管理上必要な措置 

2 前項に掲げる措置のほか、次条第 2号に規定する措置を容易ならしめるた 

 め必要な流量の流水を調整池から放流すること。 
 

(洪水警戒時における措置) 

第 21条 

 洪水警戒時においては、前条第 1号から第 5号までに掲げる措置のほか、次 

の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1)  最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。 

(2)  次に定めるところにより、調整池から放流し又は調整池に流水を貯留する 

  こと。ただし、調整池からの放流は、第 12条の適合しないこととなるとき  

   は、できるだけこれに適合するような方法で行うこと。 

イ 洪水警戒時に至った時における貯水位が、予備放流水位をこえているときは、 
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 調整池からの放流を行い、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以降にお 

 いては、流入量に相当する流量の流水を調整池から放流すること。 

ロ 洪水警戒時に至った時における貯水位が、予備放流水位に等しいときは、流 

 入量に相当する流量の流水を調整池から放流すること。 

ハ 洪水警戒時に至った時における貯水位が、予備放流水位を下まわっていると 

 きは、調整池からの放流をしながら、又はこれをしないで調整池に流水を貯  

 留し、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後においては、流入量に相 

 当する流量の流水を調整池から放流すること。 

(3)  その他ダム及び調整池の管理上必要な措置 
 

(洪水時における措置等) 

第 22条 

 洪水時においては、第 20条第 3号及び第 4号並びに前条第 1号に掲げる措

置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1)  次に定めるところにより、調整池から放流し、及び調整池に流水を貯留す 

 ること。ただし、調整池からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じない 

 ため必要な最小限度において、その急激な変動を生じないようにしてするこ

と。 

イ 次の順序によりそれぞれ次に掲げる流量の流水を調整池から放流すること。 

(イ)  洪水時に至った時から、すべての洪水吐ゲートが全開となるなるまでの 

間は、流入量に相当する流量。 

(ロ)  (イ)に規定する時間が経過した時から流入量が最大になった時（以下「最 

  大時」という。）を経て貯水位が予備放流水位に等しくなるまでの間は、ダ 

  ムのすべての洪水吐ゲートを全開した時の放流量。 

(ハ)  (ロ)に規定する時間が経過した時から洪水時が経過するまでの間におい 

  ては、流入量に相当する流量。 

(ニ)  (ハ)に規定する場合において、流入量が再び増加を始めた時から、すべ

ての洪水吐ゲートが全開となるまでの間は、流入量に相当する流量。 

(ホ) (ニ)に規定する時間が経過した時以降においては、（ロ)及び（ハ）の順

序で、それぞれ各号の規定による放流量。 

ロ イの規定にかかわらず、洪水時に至った時における貯水位が予備放流水位を  

 下回っているときは、調整池からの放流をしながら又はこれをしないで調 

 整池に流水を貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなった時から、イ(ホ) 

 に規定する時間が経過するまでの間においては、イの規定の例により調整池 

 から放流すること。 

ハ イ(ホ)に規定する時間が経過した時以降においては、調整池からの放流を 

 しながら、又はこれをしないで調整池に流水を貯留すること。 

(2)  法第 49条の規定による記録を作成すること。 

(3)  その他ダム及び調整池の管理上必要な措置 
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(洪水処理時における措置) 

第 23条 

 洪水処理時においては、第 21条に規定する措置のほか、次の各号に掲げる

措置をとらなければならない。 

(1) 洪水処理時に至った時において、前条第 1号の規定に基づき、放流して 

 いた流量を継続し、すみやかに貯水位を予備放流水位に等しくなるように努 

 めること。 

(2) 洪水処理時に至った時において、貯水位が予備放流水位に等しい場合にお 

 いては、流入量に相当する流量を放流すること。 
 

付 則 

この規程は、平成４年１月７日から施行する。 
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船明ダム操作規程 

 

第1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 

 この規程は、船明ダム(以下「ダム」という。)の操作の方法のほか、ダム及

び船明調整池(以下「調整池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

(管理主任技術者) 

第 2条 

 船明発電所(以下「発電所」という。)に、河川法(昭和 39年法律第 167号以

下「法」という。)第 50条第 1項に規定する管理主任技術者 1人を置く。 

2．前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく

命令並びにこの規定の定めるところにより、ダム及び調整池の管理に関する事

務を誠実に行わなければならない。 

 

(ダム及び調整池の諸元等) 

第 3条 

 ダム及び調整池の諸元、その他これに類するダム及び調整池の管理上参考と

なるべき事項は、次のとおりとする。 

(1)ダム 

イ 高さ    24.5m 

ロ 堤頂の標高 60.0m 

ハ 越流頂の標高 42.0m 

ニ 洪水吐のゲート 

(イ) 個々のゲートの規模及び数 

  高さ 15.3mで幅 20.0mのもの 9門 

(ロ) 個々のゲートの開閉の速さ    1分につき 0.3m 

ホ 放流管ゲート 

(イ) 規模及び数     内径 2.5mのもの 1門 

(ロ) 開閉に要する時間     全開まで 10分 

ヘ 設計洪水流量      11,130m3/s 

(2)調整池 

イ 直接集水地域の面積     4,895km2 

ロ 湛水区域の面積     1.9km2 
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ハ 最大背水距離     8.5km 

ニ 設計洪水位     標高 51.7m(水位計による表示 -3.1m) 

ホ 常時満水位     標高 57.0m(水位計による表示 2.2m) 

ヘ 予備放流水位     標高 50.6m(水位計による表示 -4.2m) 

ト 最低水位     標高 54.8m(水位計による表示 0.0m) 

チ 有効貯水容量     3,600,000m3 

(3)最大使用水量      270m3/s 

 

(洪水及び洪水時) 

第 4条 

 この規定において「洪水」とは、調整池への流入量(以下「流入量」という。)

が、2,000m3/s 以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生している

時をいう。 

 

(洪水警戒時) 

第 5条 

 この規程において「洪水警戒時」とは、調整池に係る直接集水地域の全部又

は一部を含む予報区を対象として暴風雨警報又は大雨警報が行われもしくは、

その他洪水の発生するおそれが大きいと認められるに至った時から、これらの

警報解除され、又は切り替えられ、かつ洪水の発生するおそれが少ないと認め

られるまでの間で洪水時を除く間をいう。 

 

(洪水処理時) 

第 6条 

 この規程において「洪水処理時」とは、洪水警戒時中洪水時が終った時から

洪水警戒時が解除されるまで、または解除されることなく調整池への流入量が

再び増加し、洪水時に至るまでの間をいう。 

 

(予備警戒時) 

第 7条 

 この規程において「予備警戒時」とは、第 5 条の予報区を対象として風雨注

意報又は大雨注意報が行われもしくは調整池への流入量が 300m3/sをこえた時、

その他洪水が発生するおそれがあると認められるに至った時から、洪水警戒時

に至るまで、又は洪水警戒時に至ることがなくこれらの注意報が解除され、若

しくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそれがないと認められるに至る

までの間をいう。 
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(貯水位の算定方法) 

第 8条 

 調整池の水位(以下「貯水位」という。)は、船明調整池水位観測所の水位計

の読みに基づいて算定するものとする。 

 

(流入量の算定方法) 

第 9条 

 流入量は、次の各号に掲げる流量を合算して算定するものとする。 

(1) 秋葉調整池からの放流量 

(2) 犬居水位観測地点における気田川の流量に 1.28を乗じて得た流量 

2．前項第 2号の気田川の流量は、犬居水位観測所において測定した気田川の水

位に基づいて算定するものとする。 

3．前 2項の規定にかかわらず、これらの項に規定する方法によっては流入量を

正確に算定することができないと認められる事情があるときは、流入量は、こ

れを算定すべき時を含む一定の時間における調整池の貯水量の増分と当該一定

の時間における調整池から延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算

定するものとする。 

4．前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時に

おける貯水位にそれぞれ対応する調整池の貯水量を別図第 1 により求め、これ

を差引計算して算定するものとする。 
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第 2章 ダム等の管理の原則 

第1節 流水の貯留及び放流の方法 

 

(流水の貯留の最高限度) 

第 10条 

 調整池における流水の貯留は、常時満水位をこえてしてはならない。 

 

 (ダムから放流をすることができる場合) 

第 11条 

 ダムの洪水吐からの放流は、次の各号の一に該当する場合に限り、ダムの放

流管ゲートからの放流は第１号、第 4号、第 5号又は第 6号に該当する場合に

限りそれぞれすることができるものとする。 

(1)  下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があ

るとき。 

(2)  前条の規定を守るため必要があるとき。 

(3)  第 20条第 2項、第 21条第 2号又は第 22条 1号及び第 23条の規定によ

り調整池から放流するとき。 

(4)  ダムその他調整池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があると

き。 

(5)  やむを得ず発電機が停止し、必要がある時。 

(6)  その他やむを得ない必要があるとき。 

 

(放流の開始および放流量の増減の方法) 

第 12条 

 調整池からの放流は、第 22条第 1号の規定によってする場合を除くほか、下

流の水位の急激な変動を生じないように別図第 2 に定めるところによってしな

ければならない。ただし流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増

加率の範囲内において、調整池からの放流量を増加することができる。 

 

(洪水吐ゲート及び放流管ゲートの操作方法等) 

第 13条 

 ダムの洪水吐下ゲートを構成する個々のゲート(以下この条において「ゲー

ト」という。) は、左岸に最も近いものから右岸に向かって順次「第 1号ゲー

ト」、「第2号ゲート」、「第3号ゲート」、「第4号ゲート」、「第5号ゲート」、「第

6号ゲート」、「第 7号ゲート」、「第 8号ゲート」及び「第 9号ゲート」という。 

2．ダムの洪水吐から放流する場合においては、ゲートを次の順序によって開き、
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第 1号ゲートを開いた後さらに放流量を増加するときは、同様の操作を繰り返

すものとし、開かれたゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の順序に

よってするものとする。 

 第 6号ゲート 

 第 7号ゲート 

 第 5号ゲート 

 第 8号ゲート 

 第 4号ゲート 

 第 9号ゲート 

 第 3号ゲート 

 第 2号ゲート 

 第 1号ゲート 

3．前項の場合におけるゲートの１回の開閉の動きは、1.0mをこえてはならな

い。ただし、流入量が急激に増加している場合において、やむを得ないと認め

られるときは、この限りでない。 

4．1のゲートを開閉した後引続いて他のゲートを開閉するときは、当該１のゲ

ートを始動させるときから少なくとも 15秒を経過した後でなければ当該他の

ゲートを始動させてはならない。 

5．ゲート及びダムの放流管ゲートは第 11条の規定により放流する場合又はダ

ムの洪水吐若しくは放流管の点検若しくは整備のため必要がある場合を除くほ

か開閉してはならない。 

 

第2節 放流の際にとるべき措置等 

(放流の際の関係機関に対する通知) 

第 14条 

 法第 48条の規定による通知（第 11条第 5号を除く。）は、ダムの洪水吐又

は放流管からの放流(当該放流の中途における放流量の著しい増加で、これによ

って下流危害が生ずるおそれがあるものを含む。以下「ダム放流」という。)の

開始の約 1時間前に、別表第 1(一)欄に定めるところにより行うものとする。 

2．前項の通知をするときは、中部地方建設局長（以下「局長」という。）に対

しても別表第 1(ニ)欄に定めるところにより、河川法施行令(昭和 40年政令第

14号、以下「令」という。)第 31条に規定する当該通知において示すべき事項

と同一の事項を通知しなければならない。 

 

(放流の際の一般に周知させるための措置) 

第 15条 
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 法第 48条の一般に周知させるための必要な措置（第 11条第 5号を除く。）

は、ダム地点から掛塚橋地点までの天竜川の区間についてとるものとする。 

2．令第 31条の規定による警告は、別表第 2に掲げるサイレン及び警報車の拡

声機により、それぞれ次の掲げる時期に行うものとする。 

(1) 

区分 
吹鳴するサイ 
レンの種類 

吹鳴の時期及び時間 

非常 
ｻｲﾚﾝ 

船 明 ダ ム 
サ イ レ ン 
 
 
鳥   羽   山 
サ イ レ ン 

ダム放流の開始約 30分前から、次の方法により、 
吹鳴するものとし、１回当りの吹鳴時間は 2分 10 
秒とする。 
 1分間       1分間   
     
      10秒 
      間停止 
 
 

壱貫地サイレン 
高園サイレン 
池田サイレン 
鶴見サイレン 

ダムの放流により当該地点における天竜川の水位の 
上昇が開始されると認められる時の約１５分前から、

次の方法により吹鳴するものとし、１回当りの吹鳴時

間は 2分 10秒とする。 

 

区分 
吹鳴するサイ 
レンの種類 

吹鳴の時期及び時間 

非常 
ｻｲﾚﾝ 

  １分間      １分間 
      
      10秒 
      間停止 
 

船 明 ダ ム 
サ イ レ ン 
 
 
鳥   羽   山 
サ イ レ ン 

ダム放流に係る放流量の増加でその放流量が 
2,000m3/s又は、これに 500m3/sの倍数を加算し 
た流量を放流する時の約 10分前に次の方法によ 
り吹鳴するものとし、１回あたりの吹鳴時間は 2 
分 10秒とする。 
 10秒間     10秒間     10秒間 
 
      10秒          10秒          10秒 
     間停止     間停止     間停止 
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区分 
吹鳴するサイ 
レンの種類 

吹鳴する時期及び時間 

非常 
ｻｲﾚﾝ 

 10秒間  10秒間   10秒間   10秒間     
      
    10秒       10秒    10秒 
    間停止   間停止      間停止 
 

終了 
ｻｲﾚﾝ 

船 明 ダ ム 
サ イ レ ン 
 
 

ダム放流の終了後に次の方法により吹鳴するものと

し、1回あたりの吹鳴時間は 30秒間とする。 
 30秒間  
       
 
 
 
 

 

(2) 警報車の拡声機による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点につ

いて、ダム放流により当該地点における天竜川の水位の上昇が開始されると認

められる時の約 15分前。 

 

 (ダムの操作に関する記録の作成) 

第 16条 

 ダムの洪水吐ゲート又は放流管ゲートを操作した場合においては、次の各号

に掲げる事項(その開閉がダム放流を伴わなかった時は、第 1号及び第 2号に掲

げる事項)を記録しておかなければならない。 

(1)  操作の理由 

(2)  開閉した個々のゲートの名称、その 1回の開閉を始めた時刻お及びこれを

終えた時におけるその開度 

(3)  洪水吐ゲート又は放流管ゲートの 1回の開閉を始めた時における貯水位、

流入量、ダム放流に係る放流量及び使用水量 

(4)  前号のほか 30分ごとの貯水位、流入量、ダム放流に係る放流量及び使用

水量 

(5)  ダム放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量 

(6)  発電の開始若しくは終了又は使用水量の変更があったときは、その時刻及

びその直後における使用水量 

(7)  法第 48条の規定による通知（第１４条２項の規定による通知を含む。）及

び令第 31条の規定による警告の実施状況 
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(観測及び測定等) 

第 17条 

 法第 45条の規定による観測は、別表第 3に定めるところにより行うものとす

る。 

2．法第 45条の規定により観測すべき事項のほか、別表第 4に掲げる事項につ

いては、同表の定めるところにより観測又は測定をしなければならない。 

3．法第 45条及び第 2項の規定による観測及び測定の結果は記録しておかなけ

ればならない。 

 

(点検及び整備等) 

第 18条 

 ダム及び調整池並びにこれらの管理上必要な機械器具及び資材は、定期に、

及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持し

なければならない。特に、洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な

現象でその影響がダム又は調整池に及ぶものが発生したときは、その発生後す

みやかに、ダム及び調整池の点検(調整池附近の土地の形状の変化の観測及びダ

ムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、

ダム又は調整池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければなら

ない。 

 

(異常かつ重大な状態に関する措置) 

第 19条 

 ダム又は調整池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに局

長に対し、別表第 1(ニ)欄の例により、その旨を報告しなければならない。 
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第3章 洪水における措置に関する特則 

 

(予備警戒時における措置) 

第 20条 

 予備警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1)  洪水時においてダム及び調整池を適切に管理することができる要員を確保

すること。 

(2)  ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用

のための電気設備並びに予備電源設備を含む。)法第 45条の観測施設、法

第 46条第 2項の通報施設、令第 31条の規定により警告するためのサイレ

ン及び警報車、夜間に、外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備

及び携帯用の電灯、その他洪水時におけるダム及び調整池の管理のため必要

な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。 

(3)  長野地方気象台、静岡地方気象台及び名古屋管区気象台が行う気象の観測

の成果を的確かつ迅速に収集すること。 

(4)  局長及び静岡県知事に対し、別表第 1の例による。法第 46条第 1項の規

定による通報をすること。 

(5)  河川法施行規則(昭和 40年建設省令第 7号)第 27条の規定の例により、

ダムの操作に関する記録を作成すること。 

(6)  その他ダム及び調整池の管理上必要な措置 

2．前項に掲げる措置のほか、次条第 2号に規定する措置を容易ならしむるため、

必要な流量の流水を調整池から放流すること。 

 

(洪水警戒時における措置) 

第 21条 

 洪水警戒時においては、前条第 1号から第 5号までに掲げる措置のほか、次

の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1)  最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。 

(2)  次に定めるところにより、調整池から放流し、又は調整池に流水を貯留す

ること。ただし、調整池からの放流は、第 12条の規定に適合しないことと

なるときは、できるだけこれに適合するような方法で行うこと。 

イ 洪水警戒時に至った時における貯水位が、予備放流水位をこえているときは、

調整池からの放流を行い、予備放流水位に等しくなった時以後においては、流

入量に相当する流量の流水を調整池から放流すること。 

ロ 洪水警戒時に至った時における貯水位が、予備放流水位に等しいときは、流

入量に相当する流量の流水を調整池から放流すること。 
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ハ 洪水警戒時に至った時における貯水位が、予備放流水位を下まわっていると

きは、調整池からの放流をしながら、又はこれをしないで調整池に流水を貯留

し、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後においては、流入量に相当す

る流量の流水を調整池から放流すること。 

(3) その他、ダム及び調整池の管理上必要な措置。 

 

(洪水時における措置等) 

第 22条 

 洪水時においては、第 20条第 3号及び第 4号並びに前条第 1号に掲げる措

置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1)  次に定めるところにより、調整池から放流し、及び調整池に流水を貯留す

ること。ただし、調整池からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じない

ため必要な最小限において、その急激な変動を生じないようにすること。 

イ 次の順序によりそれぞれ次に掲げる流量の流水を調整池から放流すること。 

(イ)  洪水時に至ったときから流入量に相当する流量の流水を調整池から放流

し、ダムの洪水吐ゲートを全開することとなるまでの間、これを継続する

こと。 

(ロ)  (イ)に規定する時間が経過した時からダムのすべての洪水吐ゲートを全

開しておき、流入量が最大となった時を経て、貯水位が予備放流水位に等

しくなるまでの間これを継続すること。 

(ハ)  (ロ)に規定する時間が経過した時から洪水時が経過するまでの間におい

ては、流入量に相当する流量の流水を調整池から放流すること。 

(ニ)  (ハ)に規定する場合において、流入量が再び増加を始めた時以後は、そ

の時から流入量に相当する流量の流水を調整池から放流しダムの洪水吐ゲ

ートを全開することとなるまでの間これを継続すること。 

(ホ)  (ニ)に規定する時間が経過した時以後においては、(ロ)(ハ)の順序でそ

れぞれ各号の規定による放流量を放流すること。 

ロ イの規定にかかわらず、洪水時に至った時における貯水位が、予備放流水位

を下回っているときは、調整池からの放流をしながら、又はこれをしないで調

整池に流水を貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後においては、

イの規定の例により調整池から放流すること。 

ハ イ(ホ)に規定する時間が経過したとき以後においては、調整池からの放流を

しながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留すること。 

(2)  法第 49条の規定による記録を作成すること。 

(3)  その他ダムおよび貯水池の管理上必要な措置 
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(洪水処理時における措置) 

第 23条 

 洪水処理時においては第 21条に規定する措置のほか、次の各号に掲げる措置

をとらなければならない。 

1． 洪水処理時に至った時において前条第 1号イの規定に基づき、放流していた

流量を継続し、すみやかに貯水位を予備放流水位に等しくなるように努める

こと。 

2． 洪水処理時に至った時において、貯水位が予備放流水位に等しい場合におい

ては、流入量に相当する流量を放流すること。 

 

付 則 

この規程は、昭和 52年 3月 10日から施行する。 
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水窪ダム操作規程 

 

第1章 総 則 

(趣旨) 

第 1条 

 この規程は、水窪ダム(以下「ダム」という。)の操作方法のほか、ダム及び

水窪貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 

(管理主任技術者) 

第 2条 

 水窪発電所(以下「発電所」という。)に、河川法(昭和 39年法律第 167号以

下 法」という。)第 50条第 1項に規定する管理主任技術者 1人を置く。 

2．前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく

命令並びにこの規定の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事

務を誠実に行わなければならない。 

 

(ダム及び貯水池の諸元等) 

第 3条 

 ダム及び貯水池の諸元、その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考と

なるべき事項は、次のとおりとする。 

(1)ダム 

イ 高さ 105m 

ロ 堤頂の標高 510.00m 

ハ 越流頂の標高 495.00m 

ニ 洪水吐ゲート 

(イ) 個々のゲートの規模及び数  高さ 10.600mで巾 8.058mのもの 2門 

(ロ) 個々のゲートの開閉の速さ  1分につき 0.3m 

ホ 放流管バルブ 

(イ) 規模及び数  内径 1.5mのもの 1門 

(ロ) 開閉に要する時間  全開までに 9分 

ヘ 設計洪水量 900m3/s 

(2)貯水池 

イ 直接集水区域の面積 57.6km2 

ロ 湛水区域の面積 0.841km2 

ハ 最大背水距離 4.315km 
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ニ 設計洪水位 標高 504.30m(水位計による表示 39.30m) 

ホ 常時満水位 標高 505.00m(水位計による表示 40.00m) 

ヘ 予備放流水位 標高 502.00m(水位計による表示 37.00m) 

ト 最低水位 標高 465.00m(水位計による表示 0m) 

チ 有効貯水容量  21,651,000m3 

(3)最大使用水量 26.5m3/s 

 

(洪水及び洪水時) 

第 4条 

 この規程において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)

が、180m3/S 以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生していると

きをいう。 

 

(洪水警戒時) 

第 5条 

 この規程において「洪水警戒時」とは、ダムに係わる直接集水地域の全部又

は一部を含む予報区を対象として暴風雨警報又は大雨警報が行われ、その他洪

水の発生するおそれが大きいと認められるに至った時から、これらの警報が行

われた場合はそれが解除または切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが

少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く間をいう。 

 

(洪水処理時) 

第 6条 

 この規程において「洪水処理時」とは、洪水警戒時中洪水時が終わった時か

ら、洪水警戒時が解除されるまで、または解除されることなく貯水池への流入

量が再び増加し、洪水時に至るまでの間をいう。 

 

(予備警戒時) 

第 7条 

 この規程において「予備警戒時」とは、第 5 条の予報区を対象として風雨注

意報又は大雨注意報が行われ、その他洪水が発生するおそれがあると認められ

るに至った時から、洪水警戒時に至るまで、又は洪水警戒時に至ることがなく

これらの注意報が解除され、もしくは切り替えられ、その他洪水が発生するお

それがないと認められるに至るまでの間をいう。 

  

(貯水位の算定方法) 
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第 8条 

 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、水窪貯水池水位観測所の水位計

の読みに基づいて算定するものとする。 

 

(流入量の算定方法) 

第 9条 

 流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯水量の

増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を当該一定

の時間で除して算定するものとする。 

2．前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終る時にお

ける貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第 1 により求め、これら

を差引計算して算定するものとする。 

 

第 2章 ダム等の管理の原則 

第1節 流水の貯留及び放流の方法 

(流水の貯留の最高限度) 

第 10条 

 貯水池における流水の貯留は、第 22条第 1号の規定により貯水池に流水を貯

留する場合を除くほか、常時満水位をこえてしてはならない。 

 

(ダムから放流することができる場合) 

第 11条 

 ダムの洪水吐からの放流は次の各号の一に該当する場合に限り、ダムの放流

管からの放流は第 1号、第 4号又は第 5号に該当する場合に限り、それぞれす

ることができるものとする。 

(1) 下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があ

るとき。 

(2) 前条の規定を守るため必要があるとき。 

(3) 第 20 条第 2 項、第 21 条第 2 号、第 22 条第 1 号及び第 23 条の規定によ

り貯水池から放流するとき。 

(4) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があると

き。 

(5) その他やむを得ない必要があるとき。 

 

(放流の開始及びその放流量の増減の方法) 

第 12条 
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 貯水池からの放流は、第 22条第 1号の規定によってする場合を除くほか、下

流の水位の急激な変動を生じないように、別図第 2 に定めるところによってし

なければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量

の増加率の範囲内において、貯水池からの放流量を増加することができる。 

 

(洪水吐ゲート及び放流管バルブの操作の方法等) 

第 13条 

 ダムの洪水吐ゲートを構成する個々のゲート(以下この条において「ゲート」

という。) は、左岸に最も近いものから右岸に向かって「第 1号ゲート」、及び

「第 2号ゲート」という。 

2．ダムの洪水吐から放流する場合においては、ゲートを次の順序によって開き、

第 2号ゲートを開いた後、さらにその放流量を増加するときは、同様の操作を

繰り返すものとし、開かれたゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の

順序によってするものとする。 

 第 1号ゲート 

 第 2号ゲート 

3．前項の場合におけるゲートの 1回の開閉の動きは、0.5mをこえてはならな

い。 

 ただし流入量が急激に増加している場合において、やむを得ないと認められ

るときは、この限りでない。 

4．一のゲートを開閉した後引き続いて他のゲートを開閉するときは、当該一の

ゲートを始動させたきから少なくとも 15秒を経過した後でなければ、当該他の

ゲートを始動させてはならない。 

5．ゲート及びダム放流管バルブは、第 11 条の規定により放流する場合又はダ

ムの洪水吐若しくは放流管の点検若くは整備のため必要がある場合を除くほか

開閉してはならない。 

 

第2節 ダム放流の際にとるべき措置等 

(放流の際の関係機関に対する通知) 

第 14条 

 法第 48条の規程による通知は、ダムの洪水吐又は放流管からの放流(当該放

流の中途における放流量の著しい増加で、これによって下流に危害が生ずるお

それがあるものを含む。以下「ダム放流」という。)の開始の少なくとも 1時間

前に、別表第 1(一)欄に定めるところにより行うものとする。 

2．前項の通知をするときは、中部地方建設局長及び秋葉ダム管理主任技術者に

対しても、別表第 1(二)欄に定めるところにより、河川法施行令(昭和 40年政
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令第 14号。以下「令」という。)第 31条に規定する当該通知において示すべ

き事項と同一の事項を通知しなければならない。 

(放流の際の一般に周知させるための措置) 

第 15条 

 法第 48条の一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から天竜川合流点

までの水窪川の区間についてとるものとする。 

2．令第 31条の規定による警告及びダム放流を終えた旨を一般に周知させるた

めの措置として、次の表に定めろところにより、別表第 2に掲げるサイレンを

吹鳴するものとする。 

 

吹鳴するサイレン

の種類 
吹鳴の時期及び時間 

予告サイレン 

ダム放流の開始約 1時間前から、その開始約 30分前まで

に次の方法により吹鳴するものとし、1回あたりの吹鳴時

間は 3分間とする。 
 
20秒間      20秒間      20秒間           20秒間           20秒間

     20秒間       20秒間         20秒間        20秒間 
    休止          休止           休止            休止 
      
 

非常サイレン 

ダム放流開始前に次の方法により吹鳴するものとし、1回

あたりの吹鳴時間は 2分 10秒間とする。 
 
10秒間      10秒間      10秒間           10秒間           10秒間

     10秒間       10秒間         10秒間        10秒間 
    休止          休止           休止            休止 
 
 
        10秒間      10秒間 
  10秒間       10秒間 
   休止          休止 
 

終了サイレン 

ダム放流の終了後に次の方法により吹鳴するものとし、1
回あたりの吹鳴時間は 30秒間とする。 
 
         30秒間 
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3．前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における水

窪川の水位の上昇が始まると認められる時の約 15分前に、警報車の拡声器によ

る警告を行うものとする。 

 

(ダムの操作に関する記録の作成) 

第 16条 

 ダムの洪水吐ゲート又は放流管のバルブを操作した場合においては、次の各

号に掲げる事項(その開閉がダム放流を伴なわなかったときは、第 1号及び第 2

号に掲げる事項)を記録しておかなければならない。 

(1) 操作の理由 

(2) 開閉したゲート又はバルブの名称、その 1回の開閉を始めた時刻及びこれ

を終えた時におけるその開度 

(3) ゲート又はバルブの 1回の開閉を始めた時における貯水位、流入量並びに

これを終えた時におけるダム放流に係わる放流量及び使用水量 

(4) 前号のほか、30分ごとの貯水位、流入量、ダム放流に係る放流量及び使用

水量 

(5) ダム放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量 

(6) 法第 48条の規定による通知(第 14条第 2項の規定による通知を含む。)及

び令第 31条の規定による警告の実施状況 

(観測及び測定等) 

第 17条 

 法第 45条の規定による観測は、別表第 3に定めるところにより行うものとす

る。 

2．法第 45条の規定により観測すべき事項のほか、別表第 4に掲げる事項につ

いては、同表に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。 

3．前項のほか、次条後段の規定に該当するときは、その他のダム又は貯水池に

ついて異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、すみ

やかに別表第 4に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなけれ

ばならない。 

4．法第 45条及び第 2項に規定による観測及び測定の結果は、記録しておかな

ければならない。 

 

(点検及び整備等) 

第 18条 

 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、
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及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持し

なければならない。 

特に洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響が、

ダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後すみやかに、ダム及

び貯水池の点検(貯水池附近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山か

らにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池

に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。 

2．前項の規定による点検及び整備の結果は、記録しておかなければならない。 

 

(異常かつ重大な状態に対する報告) 

第 19条 

 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、

中部地方建設局長に対し、別表第 1(二)欄の例により、その旨を報告しなけれ

ばならない。 

 

第 3節 洪水に対する措置に関する特則 

(予備警戒時における措置) 

第 20条 

 予備警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1) 洪水時においてダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保

すること。 

(2) ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用

のための電気設備並びに予備電源設備を含む。)法第 45条の観測施設、法

第 46条第 2項の通報施設、令第 31条の規定により警告するためのサイレ

ン及び警報車、夜間に屋外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備

及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要

な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。 

(3) 静岡地方気象台が収集した気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集するこ

と。 

(4) 中部地方建設局長及び静岡県知事に対し、別表第 1の例による、法第 46条

第 1項の規定による通報をすること。 

(5) 河川法施行規則(昭和 40年建設省令第 7条)第 27条の規定の例により、ダ

ムの操作に関する記録を作成すること。 

(6) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置 

2．前項に掲げる措置のほか、次条第 2号に規定する措置を容易ならしめるため 

 必要な流量の流水を貯水池から放流すること。 
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(洪水警戒時における措置) 

第 21条 

 洪水警戒時においては、前条第 1号から第 5号までに掲げる措置のほか、次

の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1) 最大流入量その他の流入量の時間的変化を予測すること。 

(2) 次に定めるところにより、貯水池から放流しまたは貯水池に流水を貯留する

こと。ただし、貯水池からの放流は、第 12条の規定に適合しないこととな

るときは、できるだけこれに適合するような方法で行うこと。 

イ 洪水警戒時に至った時における貯水位が、予備放流水位をこえているときは、

貯水池からの放流を行い、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後におい

ては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。 

ロ 洪水警戒時に至った時における貯水位が、予備放流水位に等しいときは、流

入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。 

ハ 洪水警戒時に至った時における貯水位が、予備放流水位を下まわっていると

きは、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで、貯水池に流水を貯

留し、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後においては、流入量に相当

する流量の流水を貯水池から放流すること。 

(3) その他ダムおよび貯水池の管理上必要な措置 

 

(洪水時における措置等) 

第 22条 

 洪水時においては、第 20条第 3号及び第 4号並びに前条第 1号に掲げる措

置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

(1) 次に定めるところにより、貯水池から放流し、及び貯水池に流水を貯留する

こと。ただし、貯水池からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じないた

め必要な最小限度において、その急激な変動を生じないようにしてすること。 

イ 次の順序によりそれぞれ次に掲げる流量の流水を貯水池から放流すること。 

(イ) 洪水時に至った時以後 30分間においては 180m3/S 

(ロ) (イ)に規定する時間が経過した時からダムのすべての洪水吐ゲートが全

開となるまでの間は 30分前に生じた流入量に相当する流量 

(ハ) (ロ)に規定する時間が経過した時から流入量が最大となった時(以下「最

大時」という。)を経て流入量と放流量が等しくなるまでの間は、すべての

ゲートを全開とした時の放流量 

(ニ) (ハ)に規定する時間が経過した時から洪水時が経過するまでの間は流入

量に相当する流量 
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(ホ) (ロ)の場合において、ダムのすべての洪水吐ゲートが全開に至らないで最

大時に達した時は流入量と放流量が等しくなるまでの間は最大時の放流量 

(ヘ) (ホ)に規定する時間が経過した時以後は(ニ)の規定による放流量 

(ト) (ニ)の場合において、流入量が再び増加を始めた時は、その時以後 30分

間は増加を始めた時の放流量 

(チ) (ト)に規定する時間が経過した時以後は(イ)以下の順序でそれぞれ各号

の規定による放流量 

ロ イの規定にかかわらず、洪水時に至った時における貯水位が予備放流水位を  

 下まわっているときは、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで 

 貯水池に流水を貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなった時からイ(チ) 

 に規定する時間が経過するまでの間においては、イの規定の例により貯水池 

 から放流すること。 

ハ イ(チ)に規定する時間が経過した時以後においては貯水池からの放流を 

 しながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留すること。 

(2) 法第 49条の規定による記録の作成をすること。 

(3) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置 

 

 

(洪水処理時における措置) 

第 23条 

 洪水処理時においては第 21条に規定する措置のほか、次の各号に掲げる措置

をとらなければならない。 

1． 洪水処理時に至った時において前条第 1号イの規定に基づき、放流していた

流量を継続し、すみやかに貯水位を予備放流水位に等しくなるように努める

こと。 

2． 洪水処理時に至った時において、貯水位が予備放流水位に等しい場合におい

ては、流入量に相当する流量を放流すること。 

 

付 則 

この規程は、昭和 51年 7月 1日から施行する。 
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奥野ダム操作規則 

 

第１章  総   則 

 

 （通  則） 

第 １ 条  奥野ダムの操作については、この規則の定めるところによる。 

 （ダムの用途） 

第 ２ 条  奥野ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、並びに水道

用水の確保をその用途とする。 

 

第２章 貯水位の水位等 

 

 （洪  水） 

第 ３ 条  洪水は、流水の貯水池への流入量（以下「流入量」という。）

が、３０．０㎥／Ｓ以上である場合における当該流水とする。 

 （洪水期間及び非洪水期間） 

第 ４ 条  洪水期間及び非洪水期間は、次の各号に定める期間とする。 

  （１）洪水期間    ７月１日から  ９月３０日までの期間 

  （２）非洪水期間  １０月１日から翌年６月３０日までの期間 

 （水  位） 

第 ５ 条  貯水池の水位は、貯水池右岸に取り付けられた水位計の測定結

果に基づき算出するものとする。 

 （常時満水位） 

第 ６ 条  貯水池の常時満水位は、標高１３８．００ｍとする。 
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 （サーチャージ水位） 

第 ７ 条  貯水池のサーチャージ水位は、標高１５１．００ｍとする。 

 （制限水位） 

第 ８ 条  洪水期間における貯水池の最高水位（以下「制限水位」という。）

は、第１４条の規定による洪水調節及び洪水に達しない流水の調節を行

う場合を除き、標高１３５．５０ｍとする。 

 

 第３章  貯水池の用途別利用 

 

 （洪水調節等のための利用） 

第 ９ 条  洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、洪水期間にあって

は、標高１３５．５０ｍから標高１５１．００ｍまでの容量３，５００，

０００㎥、非洪水期間にあっては、標高１３８．００ｍから標高１５１．

００ｍまでの容量３，１００，０００㎥、を利用して行うものとする。 

  （流水の正常な機能の維持等のための利用） 

第 １０ 条 流水の正常な機能の維持及びこれに従属する管理用小水力発電

（以下「管理用発電」という。）は、非洪水期間にあっては標高１２５．

００ｍから標高１３８．００ｍまでの容量１，５００，０００㎥のうち

最大４００，０００㎥を利用して行うものとする。 

 （水道用水の供給のための利用） 

第 １１ 条 水道用水の供給は、洪水期間にあっては、標高１２５．００ｍ

から標高１３５．５０ｍまでの容量１，１００，０００㎥、非洪水期間

にあっては標高１２５．０ｍから標高１３８．００ｍまでの容量１，５

００，０００㎥のうち最大１，１００，０００㎥を利用して行うものと

する。 
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第４章 洪水調節 

 

 （洪水警戒体制） 

第 １２ 条 熱海土木事務所長（以下「所長」という。）は、洪水が予想さ

れるときは、細則で定めるところにより洪水警戒体制を執らなければな

らない。 

 （洪水警戒体制時における措置） 

第 １３ 条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、ただ

ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。 

  （１）交通基盤部河川砂防局、静岡地方気象台、その他細則に定める関係

機関との連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にする

こと。 

  （２）予備電源設備の試運転その他洪水調節を行うに関し必要な措置。 

 （洪水調節等） 

第 １４ 条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、次の各号に掲げる

方法により行うものとする。 

  （１）洪水期間にあっては、水位が制限水位を越える場合には、下段常用

洪水吐及び上段常用洪水吐からの自然放流により行うものとする。 

  （２）非洪水期間にあっては、水位が常時洪水位を越える場合には、上段

常用洪水吐からの自然放流により行うものとする。 

 （洪水調節等の後における水位低下） 

第 １５ 条 前条の規定により、洪水調節及び洪水に達しない流水の調節を

行った後においては、洪水期間にあっては、下段常用洪水吐及び上段常

用洪水吐、非洪水期間にあっては、上段常用洪水吐からの自然放流によ

り、水位を制限水位又は常時満水位に低下させるものとする。 
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 （洪水警戒体制の解除） 

第 １６ 条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場

合は、これを解除しなければならない。 

 

第５章 貯留された流水の放流 

 

 （貯留された流水を放流することができる場合） 

第 １７ 条 ダムによって貯留された流水は、この規則に特別の定めがある

場合のほか次の各号の一に該当する場合に放流することができる。 

  （１）第４条１号に掲げる期間に移行するに際し、水位を当該制限水位に

低下させるとき。 

  （２）第２３条の規定により、ダム本体等の点検又は整備を行うため特に

必要があるとき。 

  （３）前２号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合で細

則に定めるとき。 

 ２．前項各号の一に該当する場合の放流量の限度は１７．３６８㎥／Ｓとす

る 

 （放流の原則） 

第 １８ 条 所長は、低水放流ゲート、緊急放流ゲー卜及び流量調整弁（以

下「放流管」という。）から放流を行う場合には、放流により下流に急

激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。 

 （流水の正常な機能の維持及び管理用発電のための放流） 

第 １９ 条 所長は、流水の正常な機能の維持及び管理用発電のため必要が

あると認める場合には、ダム直下流及び大川水位局地点において非洪水

期間においては貯水容量の最大４００，０００㎥を利用し、洪水期間に

おいては流入量の範囲において、別表－１に掲げる水量を確保できるよ
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う、ダムから必要な流水の放流を行わなければならない。 

 （水道用水の供給のための放流） 

第 ２０ 条 所長は、水道用水の供給のため必要があると認める場合には、

別表－２に掲げる地点において、同表に掲げる水量を取水可能ならしめ

るよう、ダムから必要な流水の放流を行わなければならない。 

 （放流に関する通知等） 

第 ２１ 条 所長は、ダムから放流を行うことにより流水の状況に著しい変

化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止する

ため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより関係機関に

通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を執らなければな

らない。 

 （ゲートの操作） 

第 ２２ 条 放流管から放流を行う場合のゲートの操作については、細則で

定める。 

 

第６章 点検整備等 

 

 （計測、点検及び整備） 

第 ２３ 条 所長は、細則で定める基準により、ダム本体、貯水池、ダムに

関る施設等を良好に保つため必要な計測、点検及び整備を行わなければ

ならない。 

 （観  測） 

第 ２４ 条 所長は、細則で定める基準によりダムを操作するために必要な

気象及び水象の観測を行わなければならない。 

  （記  録） 

第 ２５ 条 所長は、ゲートを操作し、第２３条の規定による計測、点検及
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び整備を行い、又は前条の規定による観測を行ったときは、細則に定め

る事項を記録しておかなければならない。 

第 7 章 雑  則 

 

 （細  則） 

第 ２６ 条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な手

続き、その他の細則は、静岡県交通基盤部長が定める。 

   付   則 

      この規則は、平成 ２年 ４月 １日から適用する。 

     この規則は、平成２２年 ４月 １日から適用する。 

    この規則は、平成２６年 ６月 ３日から適用する。 

この規則は、平成２９年 ２月１５日から適用する。 

 

 

 

 

別表‐１ （規則第１９条関係）  

ダム直下 大川水位局地点 

０．１１７㎡／Ｓ ０．５３４㎡／Ｓ 

 

 

別表‐２ （規則第２０条関係） 

地点名 期   間 取 水 量 

ダム地点 

１月 １日～ ４月３０日 

５月 １日～１１月３０日 

１２月１日～１２月３１日 

０．２２９㎥／Ｓ 

０．２８３㎥／Ｓ 

０．２２９㎥／Ｓ 
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原野谷川農地防災ダム操作規程 
 

第 １ 章  総    則 

（趣  旨） 
第１条 この規程は原野谷川農地防災ダム（以下「ダム」という。）の操作の方法のほか、

ダム及び原野谷貯水池（以下「貯水池」という。）の管理に関し必要な事項を定める

ものとする。 
（管理主任技術者） 
第２条 管理事務所に河川法（昭和３９年法第１６７号、以下「法」という。）第５０条第

１項に規定する管理主任技術者１人を置く。 
２．前項の管理主任技術者は部下の職員を指揮監督して法及びこれに基づく命令並び

にこの規程の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行

わなければならない。 
（ダム及び貯水池の諸元等） 
第３条 ダム及び貯水池の諸元、その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となる

べき事項は次のとおりとする。 
（１）ダ ム 
  イ、高さ       ３１．００m 
  ロ、堤頂の標高   １５０．００m 
  ハ、越流頂の標高  １４７．１０m 
  二、放流管ゲート 
  （イ）ゲートの種類 
    スルースゲート 
  （ロ）ゲートの規模及び高さ 
    高さ２．８７m で幅２．８７m のもの３門 
  （ハ）放流管の口径 
    ２．０５m×２．０５m（呑口） 
    １．６０m×２．３３m（吐口） 
  （二）ゲートの開閉の速さ 
    １分につき０．３０m 
  ホ、放水管ゲート（第２放流管ゲートに併設） 
  （イ）ゲートの種類 
    スルースゲート 
  （ロ）ゲートの規模及び高さ 
    高さ０．３０２m で幅０．５２０m１門 
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  （ハ）放水管の口径 
    ０．２５m×０．４５m 
  （二）ゲートの開閉の速さ 
    １分につき０．３０m 
  ヘ、計画洪水量     ３０５．３㎥/s 
（２）貯水池 
  イ、直接集水地域の面積    １７．８７㎢ 
 ロ、湛水区域の面積       ０．１９１㎢ 

  ハ、最大背水距離        １．６㎞ 
  二、計画洪水位     標高１４９．０m 
   （水位計による表示１８．３m） 
  ホ、常時漫水位     標高１４７．１m 
   （水位計による表示１６．４m） 
  へ、制限水位      標高１３０．７０m 
   （出水期６月２０日から１０月３１日まで） 
  ト、最低水位      標高１３０．７０m 
  チ、有効貯水容量    １２０７．０００㎥ 
（３）洪水調節 
  イ、計画高水流量      ２７３．０㎥/s 
  ロ、最大放流量       １８１．３㎥/s 
（洪水及び洪水時） 
第４条 この規程において「洪水」とは貯水池への流入量（以下「流入量」という。） 

が４９．５㎥/s 以上であることをいい「洪水時」とは洪水が発生している時をいう。 
（洪水警戒時） 
第５条 この規程において「洪水警戒時」とはダムに係る直接集水地域の全部又は一部を

含む予報区を対象として暴風雨警報、又は大雨警報が行われその他洪水が発生する

おそれが大きいと認められるに至った時から、洪水時に至るまで又は洪水時に至る

ことがなく、これらの警報が解除され、若しくは切替えられ、その他洪水が発生す

るおそれが少ないと認められるに至るまでの間とする。 
（予備警戒時） 
第６条 この規程において「予備警戒時」とは前条の予報区を対象として風雨注意報、又

は大雨注意報が行われその他洪水が発生するおそれがあると認められるに至った時

から洪水警戒時に至るまで、又は洪水警戒時に至ることがなくこれらの注意報が解

除され、若しくは切替えられ、その他洪水が発生するおそれがないと認められるに

至るまでの間をいう。 
（貯水位の算定方法） 
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第７条 貯水池の水位（以下「貯水位」という。）は原野谷貯水池水位観測所の水位計の読

みに基づいて算定するものとする。 
（流入量の算定方法） 
第８条 流入量は萩間水位観測所地点における原野谷川の流量と貯水池への注入量とを合

算して算定するものとする。 
２．前項の原野谷川の流量は萩間水位観測所において測定した原野谷川の水位に基づ

いてそれぞれ算定するものとする。 
３．前２項の規定にかかわらず、これらの項に規定する方法によって流入量を正確に

算定することができないと認められるときは流入量はこれを算定すべき時を含む一

定の時間における貯水量の増分と当該一定の時間における貯水池からののべ放流量

との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。 
４．前項の貯水量の増分は同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時における

貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第１により求めこれを差引計算し

て算定するものとする。 
 

第 ２ 章  ダム及び貯水池の管理の原則 

 第 １ 節 流水の貯留及び放流の方法 
（流水の貯留の最高限度） 
第９条 貯水池における流水の貯留は洪水調節により、流水を貯留する場合を除くほか、

出水期にあっては制限水位を非出水期にあっては常時満水位をそれぞれこえてはな

らない。 
（ダムから放流することができる場合） 
第１０条 ダムの放流管からの放流は次の各号の一に該当する場合に限り、ダムの放水管

からの放流は第１号、第３号又は第４号に該当する場合に限りそれぞれすること

ができるものとする。 
 （１）下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要がある。 
 （２）前条の規定を守るため必要があるとき。 
 （３）ダム等の点検又は整備のため必要があるとき。 
 （４）その他やむを得ない必要があるとき。 
（放流の開始及び放流量の増減の方法） 
第１１条 貯水池からの放流管による放流は下流の水位の急激な変動を生じないように、

別図第２に定めるところによってしなければならない。 
（放流ゲート及び放水管ゲートの操作の方法等） 
第１２条 ダムの放流管ゲートを構成する個々のゲート（以下この条において「ゲート」

という。）は左岸に最も近いものから右岸に向かって順次「第１号ゲート」「第２

号ゲート」「第３号ゲート」という。 
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２．ダムの放流管から放流する場合においてはゲートを次の順序によって開き、第３

号ゲートを開いた後さらにその放流量を増加させるときは同様の操作をするものと

し、開かれたゲートを閉じるときはこれを開いた順序の逆によってするものとする。 
    第２号ゲート 
    第１号ゲート 
    第３号ゲート 

３．前項の場合におけるゲートの１回の開閉の動きは０．３０ｍをこえてはならない。

ただし、流入量が急激に増加している場合において第９条の規定を守るためやむを

得ないと認められるときはこの限りでない。 
４．一つのゲートを開閉した後引続いて他のゲートを開閉するときは当該一つのゲー

トの動きが止んでから少くとも３０秒を経過した後でなければ当該地のゲートを始

動させてはならない。 
５．ゲートは第１０条の規定により放流する場合、或いは放流管ゲート及び放水管ゲ

ートの点検、若しくは整備のため必要がある場合を除くほか開閉してはならない。 
 第 ２ 節  放流の際にとるべき措置等 
（放流の際の関係機関に対する通知） 
第１３条 法第４８条の規定による通知はダムの放流管からの放流（ダム放流の中途にお

ける放流量の著しい増加でこれによって下流に危害が生ずるおそれがあるものを

含む。以下次条において「ダム放流」という。）の開始の少なくとも１時間前に別

表第１に定めてあるところにより行うものとする。 
（放流の際の一般に周地させるための措置） 
第１４条 法第４８条の一般に周知させるため必要な措置はダム地点から逆川合流地点ま

での原野谷川の区間について行うものとする。 
２．河川法施行令（昭和 40 年政令第 14 号、以下「令」という。）第３１条の規定によ

る警告は別表第２に掲げるサイレン及び警報車の拡声機により、それぞれ、次に掲

げる時期に行うものとする。 
  （１）ダム地点（下流５００ｍ孕石地先）に設置されたサイレンによる警告にあって

は、ダム放流の開始以前１０分間 
  （２）ダム地点以外の地点に設置されたサイレンの警告にあってはダム放流により当

該地点における原野谷川の水位上昇が開始されると認められる時以前約１０分間 
  （３）警報車の拡声機による警告にあっては前項の区間に含まれる各地点について、

ダム放流により当該地点における原野谷川の水位の上昇が開始されると認められ

る時の約１５分間前 
（ダム操作に関する記録の作成） 
第１５条 ダムの放流管ゲート又は放水管ゲートを操作した場合においては、次の各号に 

掲げる事項（その開始がダム放流を伴わなかったときは第１号及び第２号に掲げ
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る事項）を記録しておかなければならない。 
 （１）操作の理由 
 （２）開閉した放流管ゲート又は放水管ゲートの名称、その１回の開閉を始めた時刻及

びこれをおえた時刻並びに開閉を終えた時におけるその開度。 
 （３）放流管ゲート又は放水管ゲートの１回の開閉を始めた時及びこれを終えた時にお

ける貯水位、流入量ダム放流に係る放流量及び放水量。 
 （４）ダム放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量。 
 （５）法第４８条の規定による通知及び令第３１条の規定による通知及び令第３１条の 
   規定による警告の実施状況。 
（観測及び測定等） 
第１６条 法第４５条の規定による観測は別表第３に定めるところにより行うものとする。 

２．法第４５条の規定により観測すべき事項のほか別表第４に掲げる事項について同

表に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。 
３．前項のほか、次条後段の規定に該当するとき、その他ダム又は貯水池について異

状かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときはすみやかに別表第４

に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。 
４．法第４５条及び前２項の規定による観測及び測定の結果は記録しておかなければ

ならない。 
（点検及び整備等） 
第１７条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械器具及び資材は定期に及び時

宣によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければ

ならない。 
     特に、洪水又は暴風雨、地震、その他これに類する異常な現象でその影響がダ

ム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後すみやかに、ダム及び貯

水池の点検（貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじ

み出る水の量と貯水位との関係の検討を含む）を行ない、ダム又は貯水池に関す

る異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。 
２．前項の規定による点検及び整備の結果は記録しておかなければならない。 

（異常かつ重大な状態に関する報告） 
第１８条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに静岡

県知事に対し別表第１の例によりその旨を報告しなければならない。 
 

第 ３ 章  洪水に対する措置に関する特則 

（予備警戒時における措置） 
第１９条 予備警戒時においては次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 
 （１）洪水時においてダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保するこ
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と。 
 （２）ダムを操作するために必要な機械及び器具（受電及び受電した電気の使用のため     

の電気設備並びに予備電源設備を含む）法第４５条の観測施設、法第４６条第２項

の通報施設、令第３１条の規定により警告するためのサイレン及び警報車、夜間に

屋外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用電燈、その他洪水

時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械器具及び資料の点検及び整備を

行うこと。 
 （３）気象官署がおこなう気象の観測の成果を的確且つ迅速に収集すること。 
 （４）静岡県知事に対し別表第１の例による法第４６条第１項の規定による通報をする

こと。 
 （５）河川法施行規則（昭和４０年建設省令第７号）第２７条の規定の例によりダムの

操作に関する記録を作成すること。 
 （６）その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置。 
 （洪水警戒時における措置） 
第２０条 洪水警戒時においては前条第１号から第５号までに掲げる措置のほか、次の各

号に掲げる措置をとらなければならない。 
 （１）最大流入量、その他流入量の時間的変化を予測すること。 
 （２）静岡県知事に対して、別表第１の例により、貯水位流入量、放流量並びに雨量を

１時間毎に通報すること。 
 （３）その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置。 
（洪水時における措置） 
第２１条 洪水時においては、第１９条第３号及び第４号並びに前条第１号及び第２号に

掲げる措置のほか、ダム及び貯水池の管理上必要な措置をとらなければならない。 
 

付    則 
１．この規程は昭和４５年５月１３日から施行する。 
２．第１２条第２項に掲げる第２号放流管ゲートは当分の間原則として操作しないもの

とし第３条（３）ロに規定する最大放流量を１２０．７㎥/s とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 536 - 

別表第１． 
         （第１３条、第１８条、第２０条） 

通知の相手方 
通知又は通報の方法 摘    要 

名   称 担当機関の名称 
静 岡 県 知 事 袋井土木事務所 電話又は無線電話  
掛 川 市 長 土 地 改 良 課 〃  
掛川警察署長 外  勤  課 〃  
袋 井 市 長 総  務  課 〃  
磐田警察署長 外  勤  課 〃  

太田川原野谷川水防組合  電話袋井(2)3367  
 
別表第２． 
         （第１４条） 
サイレンの名称 サイレンの位置 サイレンの構造又は能力   摘    要 
１号サイレン 掛川市孕石 手動操作２㎞範囲吹鳴  
２号サイレン 掛川市平島     〃  
３号サイレン 掛川市高山 無線及び手動操作吹鳴  
４号サイレン 掛川市原谷 手動操作３㎞範囲吹鳴 消防署使用と併用 
５号サイレン 掛川市和田岡     〃    〃 
６号サイレン 掛川市原川 手動操作２㎞範囲吹鳴  
 
別表第３． 
         （第１６条第１項） 
観測すべ 
き事項 

観  測  施  設 
観測回数 摘  要 

名  称 位  置 構造又は能力 
貯 水 位 及

び流入量 
原野谷貯水池

水位観測所 
（ダム地点）

掛川市丹間 
テレメーター付

無線自記水位計 
毎日１回（洪

水時洪水警戒

時においては

少なくとも１

時間に１回） 

流入量は第

８条の規定

により流量

は水位観測

の結果に基

づきそれぞ

れ算定する。

水 位 及 び

流  量 
萩   間

水位観測所 
掛川市萩間  

水 位 及 び

流  量 
高   山

水位観測所 
掛川市高山 テレメーター付

無線自記雨量計 
降 水 量 
降 水 量 

黒 俣 雨 量 
観 測 所 

掛川市黒俣 〃 
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別表第４． 
        （第１６条第２項及び第３項） 

観測又は測定すべき事項 観測又測定回数 摘    要 
気   象 ダム地点における天気 毎   日  
水   象 放流量、貯水池内の結氷の状態 〃  

ダムの状況 
間隙水圧、岩盤隆起、微分傾斜 
継目開度、鉄筋応力 

毎四半期１回 
 

監査廊内漏水量、右岸地山漏水量 毎 月 ２ 回  
貯水池内の堆砂の状況 毎 年 １ 回  
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都 田 川 水 系 
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都 田 川 ダ ム 操 作 規 程 

都 田 川 水 系 （ 都 田 川 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成元年 4 月 1 日 
 

 

 

 

静 岡 県 
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都田川ダム操作規程 

 

第１章  総   則 

 

 （通  則） 

第 １ 条  都田川ダムの操作については、この規程に定めるところによる。 

 （ダムの用途） 

第 ２ 条  都田川ダムは、洪水調節、かんがい用水及び水道用水の供給を

その用途とする。 

 （管理主任技術者） 

第 ３ 条  管理事務所に、管理主任技術者１人を置く。 

 ２．前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、工作物許可条件

に基づく河川管理者の指示に及びこの規程に定めるところにより、ダム

及び貯水池の管理に関する事務を確実に行わなければならない。 

 （ダム及び貯水池の諸元） 

第 ４ 条  ダム及び貯水池の諸元、その他これに類するダム及び貯水池の

管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。 

  （１）河川名 二級河川都田川水系都田川 

  （２）位 置 （左岸）静岡県引佐郡引佐町東久留米木 地内 

         （右岸）静岡県引佐郡引佐町川名 地内 

  （３）ダム及び貯水池 

   イ．ダム形式   中心コア型ロックフィルダム 

   ロ．堤   高         ５５．００ｍ 

   ハ．堤 頂 長        １７０．００ｍ 

   ニ．堤 体 積       ７０７，６２０㎥ 

   ホ．堤頂標高      ＥＬ １１６．００ｍ 
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   へ．常時満水位     ＥＬ １０１．２０ｍ 

   ト．洪水時満水位    ＥＬ １１０．５０ｍ 

   チ．設計洪水位     ＥＬ １１３．５０ｍ 

   リ．最低水位      ＥＬ  ８７．００ｍ 

   ヌ．集水面積           ５６．０㎢ 

   ル．湛水面積           ０．７４㎢ 

   ヲ．最大背水距離         ４．１６㎞ 

   ワ．有効貯水量    １０，３４０，０００㎥ 

   カ．設計洪水量       １．４２０㎥／Ｓ 

   ヨ．洪水吐放流施設 

    （イ）放流管 ２条（ベルマウス管３．８ｍ×２．５ｍ） 

    （ロ）越流長 （常用）    １３．５０ｍ 

    （ハ）越流長 （非常用）   ７２．３５ｍ 

   タ．ダム取水施設 

    （イ）取水ゲート    ６門 

    （ロ）緊急放流ゲート  １門 

 

第２章 貯水池の水位等 

 

 （洪  水） 

第 ５ 条  洪水は、流水の貯水池への流入量（以下「流入量」という。）

が、９０．０㎥／Ｓ以上である場合における該当流水をいう。 

 （水  位） 

第 ６ 条  貯水池の水位は、取水設備法面に設置された水位計の測定結果

に基づき算出するものとする。 

 （常時満水位） 

第 ７ 条  貯水池の常時満水位は、標高１０１．２０ｍとする。 

 （サーチャージ水位） 
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第 ８ 条  貯水池のサーチャージ水位は、標高１１０．５０ｍとする。 

 

第３章 貯水池の用途別利用 

 

 （洪水調節等のための利用） 

第 ９ 条  洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、標高１０１．２０

ｍから標高１１０．５０ｍまでの容量５，４６０，０００㎥を利用して

行うものとする。 

 （かんがい用水の供給のための利用） 

第 １０ 条 かんがい用水の供給は、標高８７．００ｍから標高１０１．２

０ｍまでの容量４，８８０，０００㎥のうち最大３，４６０，０００㎥

を利用して行うものとする。 

 （水道用水の供給のための利用） 

第 １１ 条 水道用水の供給は、標高８７．００ｍから標高１０１．２０ｍ

までの容量４，８８０，０００㎥のうち最大１，４２０，０００㎥を利

用して行うものとする。 

 （貯留の方法） 

第 １２ 条 貯留の方法は、別表第 1に掲げる各地点の流量を超える場合に

限り、かつその超える部分のいずれか小さい方の範囲内において行うも

のとする。 

 

第４章 洪水調節等 

 

 （洪水警戒体制） 

第 １３ 条 洪水が予想されるときは、細則で定めるところにより洪水警戒

体制を執なければならない。 

 （洪水警戒体制における措置） 

第 １４ 条 前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、直ちに、次に
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掲げる措置をとらなければならない。 

  （１）土木部河川課、静岡地方気象台、その他細則で定める関係機関との

連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること 

  （２）予備電源設備の試運転、その洪水調節を行うに関し必要な措置 

 （洪水調節等） 

第 １５ 条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、水位が常時満水位

を超える場合には、常用洪水吐からの自然放流により行うものとする。 

 （洪水調節等の後における水位の低下） 

第 １６ 条 前条の規定より洪水調節及び洪水に達しない流水の調節を行っ

た後においては、常用洪水吐からの自然放流により、水位を常時満水位

に低下させるものとする。 

 （洪水警戒体制の解除） 

第 １７ 条 洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合には、

これを解除しなければならない。 

 

第５章 貯留された流水の放流 

 

 （貯留された流水の放流を行うことができる場合） 

第 １８ 条 ダムによって貯留された流水は、この規程に定めがある場合の

ほか、次の各号の一に該当する場合に放流を行うことができる。 

  （１）第２５条の規定により、ダム本体等の点検又は整備を行うため特に

必要があるとき。 

  （２）前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合で細則

で定めるとき。 

 ２．前項各号の一に該当する場合の放流量の限度は、１１．７２９㎥／Ｓと

する。 

 （放流の原則） 

第 １９ 条 放流管から放流を行う場合においては、放流により下流に急激
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な水位の変動を生じないよう努めるものとする。 

 ２．前項の放流管とは、ダム取水ゲート及び緊急放流ゲートをいう。 

 （流水の正常な機能の維持のための放流） 

第 ２０ 条 流水の正常な機能の維持のため必要があると認められる場合に

は、別表第１に掲げる地点において、それぞれ同表に掲げる水量を確保

できるよう、流入量の範囲においてダムから必要な流水の放流を行わな

ければならない。 

 （かんがい用水の供給のための放流） 

第 ２１ 条 かんがい用水の供給のため必要があると認める場合には、須部

頭首工地点において別表第２に掲げる水量を確保できるよう、ダムから

必要な流水の放流を行わなければならない。 

 （水道用水の供給のための放流） 

第 ２２ 条 水道用水の供給のため必要があると認める場合には、須部頭首

工地点において別表第３に掲げる水量を確保できるよう、ダムから必要

な流水の放流を行わなければならない。 

 （放流に関する通知等） 

第 ２３ 条 ダムから放流を行うことにより流水の状況に著しい変化を生ず

ると認められる場合において、これによって生ずる危害を防止するため

必要があると認められるときは、細則で定めるところにより、関係機関

に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければ

ならない。 

 （ゲートの操作） 

第 ２４ 条 放流管から放流を行う場合のゲートの操作については、細則で

定める。 

 

第６章 点検、整備等 

 

 （計測、点検及び整備） 
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第 ２５ 条 細則で定める基準により、ダム本体、貯水池、ダムに係る施設

等を常に良好に保つために必要な計測、点検及び整備を行わなければな

らない。 

 （観  測） 

第 ２６ 条 細則で定める基準によりダムを操作するため必要な気象及び水

象の観測を行わなければならない。 

 （記  録） 

第 ２７ 条 ゲートを操作し、第２５条の規定による計測、点検及び整備を

行い、又は、前条の規定による観測を行ったときは、細則で定める事項

を記録しておかなければならない。 

 

第７章 雑  則 

 

 （細  則） 

第 ２８ 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施なため必要な手

続きその他は細則で定める。 

   付  則 

    この規程は、平成 元年 ４月 １日から適用する。 
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別表第１ （第１２条、第２０条関係） 

期  間 都田川ダム地点 須部頭首工地点 

１月１日～４月３０日 0.154 ㎥／Ｓ 0.250 ㎥／Ｓ 

５月１日～５月１５日 0.154 ㎥／Ｓ 1.131 ㎥／Ｓ 

５月１６日～６月１５日 0.154 ㎥／Ｓ 1.503 ㎥／Ｓ 

６月１６日～１０月３１日 0.154 ㎥／Ｓ 1.064 ㎥／Ｓ 

１１月１日～１２月３１日 0.154 ㎥／Ｓ 0.250 ㎥／Ｓ 

 

別表第２ （第２１条関係） 

期   間 須部頭首工地点 

４月１日～５月３１日 0.739 ㎥／Ｓ 

６月１日～６月３０日 1.111 ㎥／Ｓ 

７月１日～８月３１日 1.481 ㎥／Ｓ 

９月１日～１０月３１日 0.739 ㎥／Ｓ 

１１月１日～３月３１日 0.370 ㎥／Ｓ 

 

別表第３ （第２２条関係） 

期   間 須部頭首工地点 

４月 1 日から 最大取水量 

     翌年 3 月 31 日まで   0.420 ㎥／Ｓ 
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